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この「申請の手引き【本編】」は、近畿地方整備局において国土交通大臣の建設業許可

を受けている建設業者を対象にしたものです。

別冊の「申請の手引き【資料編】」の内容もあわせて確認してください。
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https://www.kkr.mlit.go.jp/kensei/kensetsu/daizinkyoka_sinsa/daizinkyoka_sinsa2.html

「建設業許可・経営事項審査電子申請システム（ＪＣＩＰ）」による電子申請の場

合は、近畿地方整備局にて申請データの受付を行った日から概ね２週間
程度（※）で「結果通知書」を発行いたします。
　（※申請者側における補正対応期間の日数を除く）

書面による申請の場合は、近畿地方整備局にて申請書の受付を行った日か
ら概ね４０日程度（※）で「経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書」
（結果通知書）を発行し、簡易書留にて送付いたします。
　（※申請者側における補正対応期間の日数を除く）
なお、申請が集中する時期（例年７月～１１月頃）においては４０日を超える審
査期間となる場合があります。

○

電子申請に関する詳細については、近畿地方整備局HPの経営事項審査
のサイトに掲載しています。

○

⇒

事実と異なる申請や書類の偽造等を

行ったことにより得た経営事項審査結果

を公共工事の発注者に提出したことが明

らかになった場合、３０日以上の営業停止

となる可能性があります。

必ず責任者へ確認の上、申請してくださ

い。

必ずお読みください

経営事項審査の審査期間について
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　１）経営事項審査

対象となる「公共工事」

１．経営事項審査の概要

1

経営事項審査を受けなければ請け負うことができないとされている工事（公共工事）は、次のとおりです。
●発注者が次のいずれかである施設又は工作物に関する建設工事で、工事１件の請負代金の額が５００万円以上（建築一式工事の場合は１，５００万円以上）の
もの
⑴国
⑵地方公共団体
⑶法人税法別表第一に掲げる公共法人（地方公共団体は除く）
⑷東京湾横断道路の建設に関する特別措置法第２条第１項に規定する東京湾横断道路建設事業者
⑸新関西国際空港株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、成田国際空港株式会社、西日本高速道路株式会社、中間貯蔵・環境安全事
業株式会社、阪神高速道路株式会社、東日本高速道路株式会社並びに本州四国連絡高速道路株式会社
⑹特別な法律により特別の設立行為をもって設立された法人
（公益財団法人ＪＫＡ、国立研究開発法人科学技術振興機構、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構、国立研究開発法人日本原子力研究開
発機構、国立研究開発法人理化学研究所、消防団員等公務災害補償等共済基金、地方競馬全国協会、東京地下鉄株式会社、独立行政法人環境再生保全機
構、独立行政法人勤労者退職金共済機構、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人農業者年金基金、日本私立学校振興・共済事業団、日本たば
こ産業株式会社、日本電信電話株式会社等に関する法律第一条第一項に規定する会社及び同条第二項に規定する地域会社、農林漁業団体職員共済組合並び
に旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律第一条第三項に規定する会社

ただし、次の建設工事については、対象から除かれます。
[1]堤防の欠壊、道路の埋没、電気設備の故障その他施設又は工作物の破壊、埋没等で、これを放置するときは、著しい被害を生ずるおそれのあるものによって
必要を生じた応急の建設工事
[2] [1]に掲げるもののほか、経営事項審査を受けていない建設業者が発注者から直接請け負うことについて緊急の必要その他やむを得ない事情があるものとし
て国土交通大臣が指定する建設工事）

Ⅰ．経営事項審査について

国、地方公共団体等が発注する公共工事を直接請け負おうとする場合には、必ず受けておかなくてはならないとされている審

査制度です。

公共事業の各発注機関は、競争入札に参加しようとする建設業者についての資格審査を行うこととされています。

この資格審査にあたっては、欠格要件に該当しないかを審査した上で、「客観的事項」と「発注者別評価」の審査結果を点数

（総合点数）化して、格付けが行われています。このうち「客観的事項」にあたる審査が「経営事項審査」となります。

この「経営事項審査」は、どの発注機関が行っても同一の結果となるべきものですので、特定の第三者が統一的に一定基準に

基づいて審査を行うことが効率的であり、またこの審査自体が建設業行政と密接に関連していることから、建設業法の定めによ

り建設業許可に係る許可行政庁が審査を実施することとされています。

＝

＋
発注者別評価（発注者点）

客観的事項の審査（客観点）

公共工事の多様性を踏まえて、客観点及び発注者点により、総合点数を算出し、発注基準（規模・工種
等）により市場をグルーピングしたもの）に適合する企業を仕分ける（格付）

建設業を営む者

建設業の許可を受けた者 許可を受けていない者

公共工事への入札参加を希望する者 入札参加を希望しない者

経営事項審査
＜許可行政庁に申請＞

競争参加資格
＜公共工事の発注者に申請＞

X： 経営規模（完成工事髙、自己資本等）

Y： 経営状況

Ｚ： 技術力

W： その他（社会性等）

利 用

総合点数

P：総合評定値

～ 建設業者と経営事項審査の関係 ～



Ⅰ．経営事項審査について　

２）審査基準日

３）有効期間

　申請をする日の直前の事業年度終了日（直前の決算日）が審査基準日となります。
　（ただし、合併や分割等特殊な事例においては例外あり）
　申請日時点で既に新しい審査基準日（決算日）を迎えている場合、左記の審査基準日より前の審査基準日にて経営
事項審査を受けることはできません。

2

 

　経営事項審査の有効期間は、結果通知書（経営事項審査）を受領した後、その経営事項審査の審査基準日から１
年７ヶ月の間となります。この「１年７ヶ月」の期間は、審査基準日から起算されるものであり、結果通知書を受
け取ってからの期間ではありません。
　公共工事の受注（発注者との契約締結）には、契約締結日の１年７ヶ月前以降の決算日を審査基準日とする経営事
項審査を受け、その結果通知書の交付を受けていることが必要です。これは、公共工事発注者の入札参加資格の有無
とは関係なく、公共工事の受注そのものに対し義務付けられるものです。
　そのため、毎年公共工事を直接請け負おうとする場合は、有効期間が切れ目なく継続するよう、毎年の決算後速や
かに経営事項審査を受ける必要があります。

○決算後に速やかに申請した場合

○申請遅延のため公共工事が請負できない期間が生じた場合

（
決
算
日
）

審
査
基
準
日

申
請
・
受
付

結
果
通
知
受
領

（
決
算
日
）

審
査
基
準
日

申
請
・
受
付

結
果
通
知
受
領

１
年
目

２
年
目

公共工事を請け負うこと
ができない期間！

１年７ヶ月（有効期間）

１年７ヶ月（有効期間）

申
請
・
受
付

結
果
通
知
受
領

（
決
算
日
）

審
査
基
準
日

申
請
・
受
付

結
果
通
知
受
領

１
年
目

２
年
目

１年７ヶ月（有効期間）

（
決
算
日
）

審
査
基
準
日

１年７ヶ月（有効期間）

公共工事を請け負うことのできる期間

公共工事を請け負うことのできる期間

公共工事を請け負うことのできる

期間

公共工事を請け負うことのできる期間

■有効期間を切れ目なく継続するためには

毎年、決算終了後４ヶ月以内を目安に経営事項審査を申請する必要があります。

（３月決算の会社であれば、７月末日まで）

また、申請にあたり、必ず事前に建設業許可に係る決算の『変更届出書』（以下、

「決算変更届」という）を提出してください。

公共工事を請け負うこと
ができない期間！!

申請を怠ると、公共工事の発
注者と請負契約を締結をする
ことができなくなります！



・経営事項審査は、次に掲げる事項について、数値による評価をして行います。（建設業法第２７条の２３第２項）

　★　総合評定値（Ｐ）は、次の算式により算出します。

Ⅰ．経営事項審査について　

２．経営事項審査の仕組み

３．総合評定値（Ｐ）の算出方法について

3

　客観的事項全体に係る数値である「総合評定値（Ｐ）」の算式及び各審査項目のウエイト等については下記のとおりです。

・国土交通大臣又は都道府県知事は、上記２）「経営規模等」に係る評価（経営規模等評価）の申請をした建設業者から請求
　があった場合には、上記１）「経営状況」に関する分析（経営状況分析）の結果に係る数値と経営規模等評価の結果に係る
　数値を用いて、客観的事項の全体についての評定結果に係る数値を通知しなければならないとされています。この客観的事
　項全体に係る数値が『総合評定値（Ｐ）』となります。

※赤字は令和８年７月１日改正部分

「経営規模等」とは
「経営状況」（Ｙ）以外の客観的事項を指します。
具体的には、「経営規模」（Ｘ）、「技術力」（Ｚ）及び「社会
性等」（Ｗ）から構成されています。

■経営事項審査

経営状況分析申請

（Ｙ）

経営規模等評価申請

（Ｘ・Ｚ・Ｗ）

総合評定値の請求

（Ｐ）
＋ ＝

１）経営状況

２）経営規模等

総合評定値（Ｐ）＝0.25（Ｘ１）＋0.15（Ｘ２）＋0.20（Ｙ）＋0.25（Ｚ）＋0.15（Ｗ）

総合評定値（Ｐ）の点数 最高点
２，１５９

最低点
１６３

（令和８年７月１日以降） ※赤字は改正部分

審査項目 最高点 最低点 ウエイト 審査機関
Ｘ１ 完成工事高（業種別） ２，３０９ ３９７ ０．２５

自己資本額

利払前税引前償却前利益の額

技術職員数（業種別）

元請完成工事高（業種別）

建設工事の担い手の育成及び確保に関する取組の状況

建設業の営業継続の状況

防災活動への貢献の状況

法令遵守の状況

建設業の経理の状況

研究開発の状況

建設機械の保有状況

国又は国際標準化機構が定めた規格による認証又は登録

の状況

負債抵抗力

　（純支払利息比率・負債回転期間）

収益性・効率性

　（総資本売上総利益率・売上高経常利益率）

財務健全性

　（自己資本対固定資産比率・自己資本比率）

絶対的力量

　（営業キャッシュフロー・利益剰余金）

許可行政庁

登録経営状況
分析機関

０．１５▲７８８

経営状況 経営状況 Ｙ １，５９５ ０ ０．２０

技術力

その他の
審査項目

（社会性等）

経営規模等

Ｚ

Ｗ ２，０７３

２，４４１ ０．２５４５６

経営規模

項目区分

Ｘ２ ２，２８０ ４５４ ０．１５



　１）経営状況分析（Y）

　※登録経営状況分析機関についてはＰ４２の８を参照してください。

　２）経営規模等評価（X・Z・W）

１．申請方法

建設業法の規定に基づき国土交通省の登録を受けた機関（「登録経営状況分析機関」）が行いますの
で、登録経営状況分析機関宛に直接申請してください。
（申請の時期や手続方法等については、登録経営状況分析機関にお問合せください）
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・

また、近畿地方整備局からの補正箇所の連絡後９０日以上を経過しても補正対応がなされない場合は、
その理由等を確認の上、申請を取り下げていただくことがあります。

・

経営事項審査は「経営規模等」（Ｘ・Ｚ・Ｗ）と「経営状況」（Ｙ）に分かれており、それぞれ受審す
る必要があります。

まずは登録経営状況分析機関に対し経営状況分析（Ｙ）の申請を行い、「経営状況分析結果通知書」の
交付を受けてください。

その後、許可行政庁に対して「経営規模等」（Ｘ・Ｚ・Ｗ）の申請を行ってください。
なお、その際「経営状況分析結果通知書」を提出することにより、「総合評定値」（Ｐ）の請求もあわ
せて行うことができます。

・

・

・

書面による申請の場合は、近畿地方整備局長宛の申請書等一式を揃えて、郵送又は持参により近畿地方
整備局へ提出してください。

・

電子申請の場合は、「建設業許可・経営事項審査電子申請システム（ＪＣＩＰ）」にて行ってくださ
い。

・

書面による申請については申請書等一式が近畿地方整備局に到達した順に、電子申請については申請順
に、それぞれ審査を行います。ただし、Ｐ５の「２．提出書類」欄に記載された書類に不足がある場合
は、不足書類の提出まで審査を保留する、あるいは申請書等を返却することがあります。

・

Ⅱ．申請手続について

■虚偽申請防止対策の実施
審査時に、完成工事や技術職員の水増し等の虚偽申請や配置技術者違反等についても確認を行い
ます。そのため、追加書類の徴収や疑義内容にかかる調査・ヒアリング等を行う場合があります。

申請者 （近畿地方整備局管内に主たる営業所を有する大臣許可業者）

経営状況分析の

申請（Ｙ）

１

経営状況分析

結果通知書（Ｙ）

経営規模等評価の申請

（Ｘ・Ｚ・Ｗ）

総合評定値の請求（Ｐ）

Ｘ・Ｚ・Ｗの申請とＰの請求は同

一様式にてあわせて行えます

３

経営規模等評価結果通知書

（Ｘ・Ｚ・Ｗ）

総合評定値通知書（Ｐ）

（経営事項審査結果通知書）

Ｘ・Ｚ・Ｗの申請とＰの請求をあわ

せて行った場合は、一つの通知書

にて通知します

（※通知書の再発行は不可）

４

登録経営状況分析機関 近畿地方整備局

経営状況分析（Ｙ）
経営規模等評価（Ｘ・Ｚ・Ｗ）

総合評定値（Ｐ）

電子、郵送又は持参

こちらを先に
行ってください

２



建設業法施行規則　別記様式第２５号の１４（２０００１帳票）

建設業法施行規則　別記様式第２５号の１４　別紙１（２０００２帳票）

H20.1.31付け国総建第２６９号　経営事項審査の事務取扱いについて（通知）　別記様式第１号

建設業法施行規則　別記様式第２５号の１４　別紙３（２０００４帳票）

建設業法施行規則　別記様式第２５号の１４　別紙２（２０００５帳票）

建設業法施行規則　別記様式第２５号の１３

※各様式等については、近畿地方整備局ＨＰの経営事項審査のサイトに掲載しています

【１】提出部数 【２】綴じ方

［１］申請書等　１部（正本、片面印刷）

［２］添付書類　１部

［３］確認書類　１部

⑧

　工事種類別完成工事高付表　※業種間積み上げを行う場合のみ提出
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【申請書等・添付書類】 【確認書類】

ス
テ
ー

プ
ラ
ー

綴
じ
等

建設業法施行規則　別記様式第２号

３）　確　認　書　類

　　　「経営規模等評価申請・総合評定値請求に係るチェックリスト」及び要領に記載のとおり

申請書等及び添付書類（上記①～⑧）はステープラー
（ホッチキス）や綴り紐等にて順番に綴じてください。
※確認書類のうち
　　・様式第２号～第７号
　　・様式Ｂ～Ｆ
　を提出する場合は、【申請書等及び添付書類】の末尾
　に一緒に綴じこんでください。

https://www.kkr.mlit.go.jp/kensei/kensetsu/daizinkyoka_sinsa/daizinkyoka_sinsa2.html

３．申請にあたっての留意事項

⑥

Ⅱ．申請手続について　

近畿地方整備局にて大臣許可を受けた者が「経営規模等評価申請」「総合評定値請求」を行う場合、下記の書類を提出し
てください。
提出書類は、申請書等、添付書類及び確認書類に大別されます。このうち申請書と添付書類については建設業法施行規則等
において様式が規定されていますが、確認書類については国土交通大臣又は都道府県知事がそれぞれ審査に必要な書類を
公示しているため、各都道府県に申請（請求）する場合とは内容が異なります。
（確認書類につき、知事許可を受けている場合は当該許可行政庁にお問合せください）

⑦

①

１）　申　請　書　等

　審査手数料印紙貼付書

２．提出書類（経営規模等評価申請及び総合評定値請求）

②-２

③

　経営規模等評価申請書・総合評定値請求書

　工事種類別完成工事高／工事種類別元請完成工事高

　委任状（行政書士等による代理申請の場合）（原本の提出要）

④
　技術職員名簿

②

⑤

　その他の審査項目（社会性等）

２）　添　付　書　類

確認書類は、項目ごとに順番にとりまとめて、封筒や袋等
に入れてください。
なお、封筒等の表に「経営規模等評価申請・総合評定値請
求に係るチェックリスト」（該当する項目にチェックマー
クを付したもの）を貼付してください。

○

○

　工事経歴書（様式第２号）　※省略不可

　経営状況分析結果通知書　（原本の提出要）

『確認書類』は返却いたしませんので、

原本の提出が必要な書類以外は、必ず

写し（コピー等）を提出してください。

※確認書類については、「結果通知書」の交付日の翌日

から１ヶ月を経過した日以後に、近畿地方整備局にお

いて「溶解処理」にて処分いたします。

Ｐ７・８参照

チェックリスト

貼付

※審査において問合せを行う場合があります
ので、控えを保管しておいてください。

P９・１０参照

P１２・１３参照

P１４～１８参照

任意様式

「申請の手引き【資料編】」資-３５参照

P１９～２１参照

P２８～４０参照

P１１参照
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【電子申請】
「建設業許可・経営事項審査電子申請システム（ＪＣＩＰ）」にて申請してください。

ＪＣＩＰの操作方法については、ヘルプデスクにお問合せください。
　ＪＣＩＰヘルプデスク ： 0570-033-730　（受付時間　平日9:00～17:00）

【書面による申請：郵送の場合】
〒５４０－８６１５ 大阪市中央区大手前３－１－４１　大手前合同庁舎

近畿地方整備局　建政部　建設産業第一課　調査係　宛
　 　※「経営事項審査関係書類　在中」と明記してください

各様式等については、近畿地方整備局ＨＰの経営事項審査のサイトに掲載しています。

【書面による申請：持参の場合】 ※できる限り郵送としてください

大阪市中央区大手前３－１－４１　大手前合同庁舎９階　近畿地方整備局　建設産業閲覧室

受付印の受領を希望する場合は、申請書の１枚目のコピーを持参してください。
なお、受付時は提出書類の形式チェックのみ行います（その場での審査は行いません）。

・「経営状況分析」「経営規模等評価」「総合評定値」それぞれの申請（請求）につき、手数料を要します。
・

・

・地方公共団体が発行する「収入証紙」にて手数料を納付することはできません。

（単位：円）

このうち「経営規模等評価」申請及び「総合評定値」請求に係る手数料は建設業法施行令第４６条により下記のとおり定めら
れています。

手数料は、電子申請の場合は「Pay-easy」又は「収入印紙」にて、書面による申請の場合は「収入印紙」にて納付してくだ
さい。

Ⅱ．申請手続について　

４．提出先

6

５．手数料

受付印の受領を希望する場合は、「受付印通知用はがき」又は「申請書の１枚目のコピー及び返信用封
筒」（必要額の切手を貼付の上、返送先等を記載したもの）を同封してください。

https://www.kkr.mlit.go.jp/kensei/kensetsu/daizinkyoka_sinsa/daizinkyoka_sinsa2.html

１業種 11,000 １５業種 46,000
２業種 13,500 １６業種 48,500
３業種 16,000 １７業種 51,000
４業種 18,500 １８業種 53,500
５業種 21,000 １９業種 56,000
６業種 23,500 ２０業種 58,500
７業種 26,000 ２１業種 61,000
８業種 28,500 ２２業種 63,500
９業種 31,000 ２３業種 66,000

１０業種 33,500 ２４業種 68,500
１１業種 36,000 ２５業種 71,000
１２業種 38,500 ２６業種 73,500
１３業種 41,000 ２７業種 76,000
１４業種 43,500 ２８業種 78,500

２９業種 81,000

経営状況分析申請（Ｙ）
各登録経営状況分析機関が個別

に設定していますので、申請先

の分析機関にお問合せください。

経営規模等評価申請（Ｘ・Ｚ・Ｗ）
8,100円に審査対象建設業（申請業種）１種類

につき2,３00円を加算した額。

総合評定値請求（Ｐ）
400円に審査対象建設業（申請業種）１種類に

つき200円を加算した額。

＜手数料の内訳＞

基本手数料8,500円（8,100円＋400円）に、申請する

１業種当たり2,500円（2,300円＋200円）を加算

結果通知書の交付後に、新たな業種の許可を受け、業
種追加をする場合は基本手数料の納付は不要です
（追加する１業種当たり2,500円の加算額の納付のみ）

※業種追加については、Ｐ４１の３を参照

審査手数料早見表

・「収入印紙」は、審査手数料印紙貼付書（参考様式）又は任意の用紙に貼付して納付（提出）してください。

・「プレストレストコンクリート構造物工事」、「法面処理工事」及び「鋼橋上部工事」は審査対象建設業（申請業種）と

してカウントしませんので、左記工事にかかる手数料は生じません。
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建設業法第27条の26第２項の規定により、経営規模等評価の申請をします。
建設業法第27条の28の規定により、経営規模等評価の再審査の申立をします。
建設業法第27条の29第１項の規定により、総合評定値の請求をします。

この申請書及び添付書類の記載事項は、事実に相違ありません。

申請者

行政庁側記入欄 土木事務所コード整理番号

許可年月日

許可年月日

資本金額又は出資総額 法人番号

1.法人
2.個人

1.一般

2.特定

１．経営規模等評価申請書・総合評定値請求書

3 4 5 10 14 15 20 25

3 5

処 理 の 区 分 ０ ６ 0 0

1

9 9 9 9 9 9 9 9

30

1 （ ）

塗

０ ７ 1 （ ）
,

90

15 20

1 1

99

法 人 又 は 個 人 の 別

9
経 営 規 模 等 評 価 等
対 象 建 設 業

１ ６ 9

3 5 10

11

25

2 22
許 可 を 受 け て い る
建 設 業

１ ５ 2

消 清 解

3 5 10 15 20 25 30

絶 通 園 井 具 水板 ガ 防 内 機管 タ 鋼 筋 舗しゆ

1

土 建 大 左 と 石 屋 電

4 2 － 1 1 4電 話 番 号 0 6 － 6 90 － 8 5 8 6郵 便 番 号 １ ４ 5 4

3 5 10 15 20

23 25 30 35 40

1 － 4 1

20

主たる営業所の所在地 １ ３ 大 手 前 3 －

3 5 10 15

3 5

主たる営業所の所在地
市 区 町 村 コ ー ド

１ ２ 2 3 1

太 郎

0 6

3 5 10

代 表 者 又 は
個 人 の 氏 名

１ １ 近 畿

キ タ ロ ウ
代表者又は個人の氏名
の フ リ ガ ナ

１ ０ キ ン

3 5 10 15 20

23 25 30 35 40

）地 整 建 設 （ 株商 号 又 は 名 称 ０ ９ 近 畿

20

イ ケ ン セ ツ

3 5 10 15

20

商 号 又 は 名 称
の フ リ ガ ナ

０ ８ キ ン キ チ セ

23 25 30 35 40

3 5 10 15
,
1 0

,
0 0 0 （千円） 9 9 9 9

日

3

申 請 等 の 区 分 ０ ５ 1

8 年 0 3 月 3審 査 基 準 日 ０ ４ 令和 0

日
知事 知事 特

3 5

年 月号 令和－ ）第
国土交通大臣

許可（
般前 回 の 申 請 時 の

許 可 番 号
０ ３

大臣
コード

1 日
知事 知事 特

3 5 10 11 15

6 年 0 4 月 09 9 9 号 令和 0－ ） 0 9 90 0
国土交通大臣

許可（
般申 請 時 の

許 可 番 号
０ ２

大臣
コード

3 5 10 11

令和 年月 日

第

月 日

経 営 規 模 等 評 価 申 請 書
経営規模等評価再審査申立書
総 合 評 定 値 請 求 書

令和　　　年　　　月　　　日　　　　　　　　

近畿地方整備局長
北海道開発局長

　　近畿地整建設　株式会社

大阪府大阪市中央区大手前３－１－４１

代表取締役　近畿　太郎　　　　　

7

20

申 請 年 月 日

知事 殿

項 番 請求年月日
3 5 9 10 15

０ １ 令和 年

15

－

0 6

Ⅲ．申請書等の作成方法について

建設業法施行規則別記様式第２５号の１４（２０００１帳票）

【記入例】

事実上の所在地と登記上の所在地が異なる場合は２段書き
例）（登記上）◯◯県□□市▲▲＊＊－＊

（事実上）◯◯県◎◎市△△＊＊＊

右詰めで記入し、左余

白は０で埋める

複数の許可年月日を有す
る場合は、申請時点で有
効な最も古い許可年月日
を記入する

【項番０３】は許可換え後
の受審時のみ記入する直前の事業年度の終了日（決算日）を

記入する（特殊経審の場合は例外あり）

「申請の手引き【資料編】」資-１参照

「申請の手引き【資料編】資-１参照
（右欄は該当する場合のみ記入する）

申請者が法人の場合のみ記入する

株式会社は資本金額を、それ以外の法人は出資総額を記入する

（経営状況分析（Ｙ）を連結決算で受けている場合においても、

このカラムには単独決算の数値を記入する）

カタカナで記入し、濁音、半濁音を表す文

字は ゴ ギ のように１文字で記入する
法人の種類の略号（（株）など）のフリガ
ナは記入しない

カッコは１文字として記入する

姓と名の間は１カラム空けて記入する

「全国地方公共団体コード」（総務省
編）の該当コードを記入する

【項番１２】によって表される市区町村名に続くところから記入する
丁目・番地・部屋番号等は「－」ハイフンで継ぐ形で記入する
（「丁目」「番地」等の漢字では記入しない）

局番との間は「－」ハイフンで
継ぐ
左詰めで記入する

【項番１６】には許可を受けて
いる業種のうち審査を希望する
業種のみ「９」を記入する
なお、「完成工事高の業種間積
み上げ」（Ｐ１１参照）を行う
場合の「振替元業種」は審査対
象とすることができない
（記入例においては「舗装工
事」が該当）

不要なものを二重線で抹消する
（通常は「経営規模等評価再審査申立書」及び申立に係る
文言を抹消する）

不要な文言を二重線で抹消する

この欄には記入しない

法人番号が付番されていな

い個人事業主等は記入不要

■再審査の申立について

行政（審査）庁側の誤りにより、「経営事項審査結果通知書」の内容が申請内容と異なる場合、「結果通知書」を受領した日から３０日以内

に限り再審査を申し立てることができます。（登録経営状況分析機関が行った経営状況分析は行政庁によるものでないため対象外）。

そのため、申請者側の記入漏れや記入誤り、申請時の確認書類不足による内容認否や経営状況分析のやり直し等、「行政庁側に責の

ない（申請者側の責任に帰する）案件」については再審査の申立の対象となりません。

※申請書類等の記載事項の誤りや不備不足、経営状況分析の結果に誤りがないか等につき、十分に確認の上申請してください。

必ず「００」を記入する

行政書士等が代理申請を
行う場合は、当該行政書
士等の住所・氏名等もあ
わせて記入する

【項番１５】には申請日時点で有している建設業許可の業種を記入する
・特定建設業：「２」を記入する ※審査基準日時点で受けている許可の状況
・一般建設業：「１」を記入する を記入するものではない

【項番０２】【項番０３】及び【項番０７】～【項番１
５】には申請日時点の状況を記入する
上記以外の項番には審査基準日時点の状況を記入する



申請者

審査対象

1.基準決算
2.２期平均

経営状況分析を受けた機関の名称

工事種類別完成工事高、工事種類別元請完成工事高については別紙一による。
技術職員名簿については別紙二による。
その他の審査項目（社会性等）については別紙三による。

経営規模等評価の再審査の申立を行う者については、次に記載すること。

連絡先

所属等

ファックス番号

８

項 番
3 5 10 13

自 己 資 本 額
,

１ ７
,

2 2
,
0 0 ) 基 準 決 算2 (8 （千円） (千円)

’ ’ ’

1 5 8 62

(千円)3 1
直 前 の

審査基準日
’ ’ ’

2 42

利 益 額
（ ２ 期 平 均 ）

１ ８
,

3 5 10

,
5 4 1 （千円）

,
1

審査対象事業年度の前審査対象事業年度審 査 対 象 事 業 年 度

利益額（利払前税引前償却前利益）
= 営業利益+減価償却実施額

営 業 利 益 - 4
’

9
’ ’

81
’

6 (千円)8 7 営 業 利 益

’ ’

11 (千円)

減 価 償 却
実 施 額

減 価 償 却
実 施 額

0 0

5

,

(千円)1 9 81
’’ ’

1
’

1 8 7 (千円)

９

０ 0
登 録 経 営 状 況
分 析 機 関 番 号

3

２

Ⅲ．申請書等の作成方法について　

近畿地整建設（株）

○○○○経営状況分析機関0

8 （人）

9

技 術 職 員 数 １

3 5

’ ’

9

氏名 電話番号営業部　営業課

審　　査　　結　　果　　の　　通　　知　　番　　号

06-XXXX-XXXX

近畿　花子 06-XXXX-XXXX

審　　査　　結　　果　　の　　通　　知　　の　　年　　月　　日

第　　　　　　　　号 令和　　　年　　　月　　　日

再　　審　　査　　を　　求　　め　　る　　事　　項 再　　審　　査　　を　　求　　め　　る　　理　　由

・基準決算を選択：審査基準日の「純資産合計」（貸借対照表：施行規則様式第１５号）を記入する
・２期平均を選択：「審査基準日の純資産合計」と「直前の審査基準日の純資産合計」の平均値を記入する

（千円未満の端数切り捨て）

※経営状況分析（Ｙ）を連結決算で受けている場合、このカラムには単独決算の数値を記入する

自己資本額の審査対象について「２期平
均」を選択した場合のみ記入する

※経営状況分析（Ｙ）を連結決算で受け
ている場合、このカラムには単独決算の
数値を記入する

①審査対象事業年度 ：審査基準日以前１２ヶ月の期間
②前審査対象事業年度：①の直前１２ヶ月の期間

決算期変更等により各期の決算期間が１２ヶ月とならない場合、決算期間が上記
①②それぞれの期間と一致しないことから、「営業利益」「減価償却実施額」に
ついて①②それぞれの期間（１２ヶ月）に当てはまるよう各決算期間の実績値を
月単位で按分して計上する

※按分計算を行った場合、計算式を当該余白部分に記載する

右の４つの数値を合計して、算出した値を
２で割った値を【項番１８】へ記入する
（千円未満の端数切り捨て）

営業利益は損益計算書（施行規則様式第
１６号）の「営業利益（営業損失）の
額」を記入する
減価償却実施額は「法人税申告書別表十
六（一）、（二）等に計上された額の合
計額」を記入する

（経営状況分析（Ｙ）を連結決算で受け
ている場合、このカラムには単独決算の
数値を記入する）

※１２ヶ月を各期の決算期間とし、単独
決算にて経営状況分析（Ｙ）を受けてい
る場合、「経営状況分析結果通知書」の
「参考値」欄に記載された値と一致する

「技術職員名簿」に記載した技術職員の人数と一
致させる

「経営状況分析結果通知書」に記載されている登録経営状況分析機関の登録番号、名称を記入する

【各項番に金額を記入する場合の注意事項】

・千円単位（千円未満の端数切り捨て）で右詰めで記入し、空位のカラムは空白とする
・会社法第２条第６号に規定する大会社にあっては、「百万円単位」（百万円未満の端数切り捨

て）にて記入することができる
ただし、各項番の金額単位は「千円」であることから、記入にあたっては百万円未満の位のカ
ラムには「０」を記入する

申請内容に関する問合せ等に対応できる者の連絡先（所属・氏名・電話番号・FAX番号）を記入する
行政書士等が代理申請を行う場合は、当該行政書士等の連絡先もあわせて記載する

※申請内容の補正にかかる連絡は可能な限りメールにて行うことから、対応できる者のメールアドレスもあわせて余白に記載してください

各カラムに記入した金額や数値等については、全て「その根拠となる確認書類」の提出が必要となります。
（確認書類についてはＰ２８～４０を参照してください）

■項番１７「自己資本額」欄
申請者の判断により「基準決算」又は「２期平均」のいずれかを選択可能です。

■項番１８「利益額」欄
一部の登録経営状況分析機関においては、「経営状況分析結果通知書」に「参考値」として「営業利益及び減価
償却実施額の値（２ヶ年度分）」を記載しています。
１２ヶ月を各期の決算期間とし、単独決算にて経営状況分析（Ｙ）を受けている場合は、「参考値」に記載され
た値と当該項番の「営業利益」「減価償却実施額」の値が一致します。

マイナス値は「－」と記入し、「△」等は記入しない

「資本性借入金」を自己資本額に加算して（２期平均を選択する場合は基準決算の前期決算に
おいて自己資本額に加算した場合を含む）経営状況分析（Y）を受けた場合は、【項番１７】
の下部余白に「基準決算（又は直前の審査基準日）の資本性借入金 ●●千円（●●は加算し
た金額）」と記載する

Ｐ４１の２における再審査の申立を行う際に、必要事項を記入する
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1.2年平均
2.3年平均
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（千円）元請完成工事高
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40

0
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,
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4 年0月 0

（千円）

30 35 36

5

35
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審査対象事業年度の
前審査対象事業年度

０６年０４月～０７年０３月

申請者 近畿地整建設（株）

審査対象事業年度 計算基準の区分

3

年 3至 （ ）月 2年

13

8

17 19

15 163 5 6 10

３ １ 自 0 3 月 自 0

元請完成工事高

0 74

Ⅲ．申請書等の作成方法について　

審査対象事業年度の前審査対象事業年度又は
前審査対象事業年度及び前々審査対象事業年度

7 9 10 115 15

工 事 種 類 別 元 請 完 成 工 事 高

項 番

２．別紙一　工事種類別完成工事高及び元請完成工事高

9

（用紙Ａ４）

２ ０ ０ ０ ２

工 事 種 類 別 完 成 工 事 高

業 種
コード

完 成 工 事 高

月 至 年 00 5

審査対象事業年度の
前々審査対象事業年度

０５年０４月～０６年０３月

（千円） 完 成 工 事 高

25 2620

（千円）

３ ２ 0 1 87 4 2
, ,

6 1
,

2 20
,

工事

, ,, , , ,

6 2

211,800
審 査 対 象 事 業
年 度 の 前 審 査
対 象 事 業 年 度

工事の種類 完 成 工 事 高 計 算 表
審 査 対 象 事 業
年 度 の 前 審 査
対 象 事 業 年 度

元 請 完 成 工 事 高 計 算 表

211,800

1 7 4 1

2510 16 20

土木一式

153 5 6

審 査 対 象 事 業
年度の前々審査
対 象 事 業 年 度

２ 0 1 1
,,

３
,

0
,

26 30

0

3635

, ,

6 10 15 16

審 査 対 象 事 業
年 度 の 前 審 査
対 象 事 業 年 度

工事の種類

0
審 査 対 象 事 業
年 度 の 前 審 査
対 象 事 業 年 度

完 成 工 事 高 計 算 表 元 請 完 成 工 事 高 計 算 表

25

リート構造物 工事

審 査 対 象 事 業
年度の前々審査
対 象 事 業 年 度

0

3 5

プレストレストコンク

26

, , ,

0

0

20

審 査 対 象 事 業
年度の前々審査
対 象 事 業 年 度

1 3 0 7
, , , , ,

51
,

3
,

8 3

審 査 対 象 事 業
年 度 の 前 審 査
対 象 事 業 年 度

13,053
審 査 対 象 事 業
年 度 の 前 審 査
対 象 事 業 年 度

3,736

完 成 工 事 高 計 算 表 元 請 完 成 工 事 高 計 算 表

,

3

3,939

3 78
, ,

8

審 査 対 象 事 業
年度の前々審査
対 象 事 業 年 度

10 15 16

030 5
,

工事

3 5

13,122

1

6

審 査 対 象 事 業
年度の前々審査
対 象 事 業 年 度

23

,,, ,

7 5

25

,

20

,

21 10

法面処理 工事

審 査 対 象 事 業
年度の前々審査
対 象 事 業 年 度

2,200

3 5 10 13 15

３ ３ その他

13 15 40

３ ４ 合　計
, ,

3520

, ,

30 33

,

その他   工事

,

23 25

工事の種類

３ ２ 0 5 0

,

審 査 対 象 事 業
年度の前々審査
対 象 事 業 年 度

審 査 対 象 事 業
年 度 の 前 審 査
対 象 事 業 年 度

,

工事の種類 完 成 工 事 高 計 算 表

とび・土工・コン
クリート

３ ２

10

工事の種類

, ,

契約後ＶＥに係る完成工事高の評価の特例　　　（　1.　有　　2.　無　）

, ,, ,,

審 査 対 象 事 業
年 度 の 前 審 査
対 象 事 業 年 度

5,200

5

223,124
審 査 対 象 事 業
年度の前々審査
対 象 事 業 年 度

223,124

3

元 請 完 成 工 事 高 計 算 表

審 査 対 象 事 業
年度の前々審査
対 象 事 業 年 度

審 査 対 象 事 業
年 度 の 前 審 査
対 象 事 業 年 度

, ,,

完 成 工 事 高 計 算 表

審 査 対 象 事 業
年 度 の 前 審 査
対 象 事 業 年 度

1,250

,

, ,

元 請 完 成 工 事 高 計 算 表

審 査 対 象 事 業
年度の前々審査
対 象 事 業 年 度

23

1,000

20

,

, , , , ,

25 30 33 35 40

【項番１６】にて「９」を記入したすべての業

種につき、【項番３２】の「業種コード」「工

事の種類」「完成工事高」「元請完成工事高」

を記入する

・業種コードは下記表を参照
・「完成工事高」「元請完成工事高」の実績

がない場合も、必ず「０」を記入する

「計算基準の区分」で「３年平均」を選択した場合のみ記入する

「計算基準の区分」で「「３年平均」を選択

した場合は、「前審査対象事業年度」と

「前々審査対象事業年度」の額の合計を２で

割った値を各カラムに記入する

（千円未満の端数切り捨て）

右記３業種を受審する場合、それ
ぞれ対応する内訳業種の内容につ
き、実績の有無にかかわらず【項
番３２】に記入する

「契約後ＶＥに係る完成工事高の評価の特例の有無」を記入する
（当該帳票が複数枚ある場合、全ての頁に記入する）

■工事の定義は建設業法第２条の規定による

・この法律において、「建設業」とは、元請、下請その他いかなる名義をもってするかを問わず、建設工事の完成を
請け負う営業をいいます。
例えば、除草（剪定）業務、調査、点検、部品の交換、物品の販売等は「建設工事の完成を請け負う営業」に該当
しないため、原則として完成工事高に計上できません。

・審査において、定義に該当しない案件の計上が判明した場合、当該案件の完成工事高からの除外と工事経歴書の訂
正、これに伴う決算変更届の訂正、経営状況分析（Ｙ）の再受審といった手続が必要となりますので、留意してく
ださい。
（建設業法による建設工事の業種区分については、「申請の手引き【資料編】」資-７～８を参照）

「工事経歴書」に記載の「合計」額と一致させる

業種間積み上げを行う場合は「付表」の額と一致させる

建設業法施行規則別記様式第２５号の１４ 別紙１（２０００２帳票）

【記入例】

①審査対象事業年度 ：審査基準日以前１２ヶ月の期間
②前審査対象事業年度 ：①の直前１２ヶ月の期間
③前々審査対象事業年度：②の直前１２ヶ月の期間

【項番１８】と同様、決算期変更等により各期の決算期間が１２ヶ月とならない場合、決算期間
が上記①②③それぞれの期間と一致しないことから、①②③それぞれの期間（１２ヶ月）に当て
はまるよう各決算期間の実績値を月単位で按分して計上する

※按分計算を行った場合、①についてはその計算式を当該余白部分に記載する
②③についてはその計算式を左記「計算表」の枠内に記載する

審査対象建設業（申請業種）の数が内訳業種も含め５以上となる場合、当該帳票
を複数枚使用して【項番３２】の内容を記入する（４業種ごとに１枚使用する）
当該帳票が２枚以上となる場合、最終頁にのみ【項番３３】【項番３４】の内容
（実績がない場合は「０」）を記入する
（最終頁以外の帳票には記入せずに「空欄」とする）

業種コード表　　　※赤字は内訳業種
コード 申請業種 コード 申請業種
０１０ 土木一式工事 １４０ しゅんせつ工事
０１１ プレストレストコンクリート構造物工事 １５０ 板金工事
０２０ 建築一式工事 １６０ ガラス工事
０３０ 大工工事 １７０ 塗装工事
０４０ 左官工事 １８０ 防水工事
０５０ とび・土工・コンクリート工事 １９０ 内装仕上工事
０５１ 法面処理工事 ２００ 機械器具設置工事
０６０ 石工事 ２１０ 熱絶縁工事
０７０ 屋根工事 ２２０ 電気通信工事
０８０ 電気工事 ２３０ 造園工事
０９０ 管工事 ２４０ さく井工事
１００ タイル・れんが・ブロック工事 ２５０ 建具工事
１１０ 鋼構造物工事 ２６０ 水道施設工事
１１１ 鋼橋上部工事 ２７０ 消防施設工事
１２０ 鉄筋工事 ２８０ 清掃施設工事
１３０ 舗装工事 ２９０ 解体工事

申請業種（コード） 内訳業種（コード）

土木一式工事（０１０）
プレストレストコンクリート構
造物工事（０１１）

とび・土工・コンクリート工事
（０５０）

法面処理工事（０５１）

鋼構造物工事（１１０） 鋼橋上部工事（１１１）
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工事の種類 完 成 工 事 高 計 算 表
審 査 対 象 事 業
年 度 の 前 審 査
対 象 事 業 年 度

元 請 完 成 工 事 高 計 算 表
審 査 対 象 事 業
年 度 の 前 審 査
対 象 事 業 年 度

20 23
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年度の前々審査
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11,600
審 査 対 象 事 業
年 度 の 前 審 査
対 象 事 業 年 度
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工事の種類 完 成 工 事 高 計 算 表 元 請 完 成 工 事 高 計 算 表

00
,
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審 査 対 象 事 業
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（千円）
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審査対象事業年度の
前審査対象事業年度

業 種
コード

完 成 工 事 高（千円） 元請完成工事高

　　年　　月～　　年　　月

審査対象事業年度の
前々審査対象事業年度

年

項 番 3 5

３ １ 自

近畿地整建設（株）

13

年月 至 自月
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）月月 （年至

10

年

Ⅲ．申請書等の作成方法について　

9 10

工 事 種 類 別 元 請 完 成 工 事 高

審査対象事業年度の前審査対象事業年度又は
前審査対象事業年度及び前々審査対象事業年度

審査対象事業年度

17

工 事 種 類 別 完 成 工 事 高

計算基準の区分

申請者

（用紙Ａ４）

２ ０ ０ ０ ２

197 11

審査対象建設業（申請業種）以外の許可を有する業種であり、かつ「業種間
積み上げの振替元業種」ではない業種における建設工事や、許可を有しない
業種における軽微な建設工事の「完成工事高」「元請完成工事高」の合計額
をそれぞれ記入する
・記入例の場合、２００機械器具設置工事、２２０電気通信工事、２３０

造園工事、２６０水道施設工事に該当する案件の実績を計上
また、許可を有しない業種の「軽微な建設工事」の実績も計上

・記入例の場合、１３０舗装工事については、０１０土木一式工事に業種
間積み上げを行うため「その他工事」への計上対象外

※建設業に該当しない案件や事業の売上高（兼業売上高）は計上不可

【項番３２】及び【項番３３】のカラムに記入した完成工事高・元請完成工事高の合計値を
記入する

※【項番３４】の数値は、損益計算書（施行規則様式第１６号）の「完成工事高の額」と
一致させる

■金額は決算変更届に添付する「直前３年の各事業年度における工事施工金額」の数値と一致する

・【項番３２】の各事業年度の完成工事高・元請完成工事高、【項番３３】【項番３４】の各カラムの記入

値は、「決算変更届」に添付する「直前３年の各事業年度における工事施工金額（施行規則様式第３号）」

に計上した値と一致させる必要があります。

・また、【項番３２】の値は「工事経歴書」に計上した金額と、【項番３４】の値は「損益計算書の完成工

事高の額」とも一致させる必要があります。

２枚目以降は記入しない

「完成工事高」「元請完成工事高」の実績がない場合も、
必ず「０」を記入する

当該帳票が２枚以上となる場合、最終頁にのみ【項番３３】【項番３４】の内
容（実績がない場合は「０」）を記入する
（最終頁以外の帳票には記入せずに「空欄」とする）

「契約後ＶＥに係る完成工事高の評価の特例の有無」を記入する
（当該帳票が複数枚ある場合、全ての頁に記入する）

内訳業種である０１１プレストレストコンクリート構造物工事、０５１法面
処理工事及び１１１鋼橋上部工事の完成工事高については、重複計上となる
ことから計上しない



（審査対象事業年度）

（前審査対象事業年度）

（前々審査対象事業年度）

工事種類別完成工事高付表

土木一式工事

うち元請

経営規模等評価対象建設業に係る建設工事の完成工事
高（積み上げ後）　　※振替先業種

　左に含める完成工事高
　　※振替元業種

令和７年４月～令和８年３月

１９８，００５千円 １８０，０００千円

うち元請 １８０，０００千円１９８，００５千円

土木一式工事

Ⅲ．申請書等の作成方法について　

■ 完成工事高及び元請完成工事高の業種間積み上げ（加算）について

【記入例】工事種類別完成工事高付表（様式第１号）

◯ 業種間積み上げを行う場合、「工事種類別完成工事高付表（様式第１号）」の提出が必要です。
◯ 振替元の業種、振替先の業種ともに建設業許可を有していることが必要です。
◯ １件の建設工事の完成工事高につき、複数業種に分割又は重複して計上することはできません。
◯ 振替元の業種は経営事項審査の申請業種とすることができません（全工事を積み上げる必要があります）。
◯ 審査対象事業年度において業種間積み上げを利用する場合、全事業年度において積み上げを行う必要があります。

「業種間積み上げ」を行う場合の注意点は下記のとおりです。

・ 審査対象建設業（申請業種）の年間平均完成工事高に、他の業種の年間平均完成工事高を含めることができる場合がありま
す。これを「業種間積み上げ」といいます。

・

舗装工事 １８，００５千円

２１１，８００千円

うち元請 １８，００５千円

令和６年４月～令和７年３月
土木一式工事 ２１１，８００千円土木一式工事

うち元請 ２１１，８００千円

令和５年４月～令和６年３月

２１１，８００千円

舗装工事 ０千円
うち元請 ０千円

うち元請

うち元請
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２２３，１２４千円 土木一式工事 ２２３，１２４千円

２２３，１２４千円 うち元請 ２２３，１２４千円

舗装工事 ０千円
うち元請 ０千円

土木一式工事

一般的な事例

矢印の方向に積み上げ可

（工事の内容によっては積み上

げできない場合があります）

申請業種が「０１０土木一式工事」又は「０２０建築一式工事」（以下、「一式工事業」という）である場合、許可を受けている

「一式工事業以外の業種（専門工事）」（経営事項審査にて申請する業種を除く）に係る建設工事の年間平均完成工事高を、その内

容に応じて当該一式工事業のいずれかの年間平均完成工事高に含めることができます。

一式工事への専門工事の積み上げ

申請業種が一式工事業以外（専門工事）である場合、許可を受けている「他の専門工事業種」（経営事項審査にて申請する業種を除

く）に係る建設工事の完成工事高を、その建設工事の性質に応じて当該専門工事業種の完成工事高に含めることができます。

専門工事への専門工事の積み上げ

■「業種間積み上げ」を行った振替元業種については、経営事項審査を受けることができません

・振替元業種に係る公共工事に「元請」として参加することができなくなります。

・また、公共工事の発注者によっては「積み上げ先の業種で経営事項審査を受けたとみなさない」ことがあり、公共

工事の入札に参加できないことがありますので、あらかじめ各発注者に経営事項審査の完成工事高の業種間積み上

げを認めているか否かを必ず確認した上で積み上げを行ってください。

振替先（一式工事） 振替元（専門工事）
土木工作物の建設に関連する工事
とび・土工・コンクリート、石、タイル・れんが・ブロック、鋼構造物、鉄
筋、舗装、しゅんせつ、水道施設、解体　など
建築物の建設に関連する工事
大工、左官、とび・土工・コンクリート、屋根、タイル・れんが・ブロック、
鋼構造物、鉄筋、板金、ガラス、塗装、防水、内装仕上、建具、解体　など

土木一式工事 ←
建築一式工事 ←

専門工事 専門工事

とび・土工・コンクリート ↔ 石、造園、解体

電気 ↔ 電気通信、消防施設

管 ↔ 熱絶縁、水道施設、消防施設

塗装、屋根 ↔ 防水

専門工事業における一般的な事例

（工事の内容によっては積み上げでき

ない場合があります）

審査対象事業年度に積み上げ

を行う「振替元業種」につい

ては、従前の経審時に積み上げ

を行ったか否かに関わらず、前

期（及び前々期）の実績につ

いても連動して積み上げを行

う必要があります。

「土木一式工事」と「建築一式工事」のいずれも申請業種とする場合において、「とび・土工・コンクリート工事」や「鋼

構造物工事」等を一式工事業へ積み上げる場合は、当期、前期（及び前々期）それぞれの工事につき「工事の内容に応じ

て」土木一式工事又は建築一式工事のいずれかに適切に積み上げてください。

→「土木一式工事に積み上げた完成工事高」と「建築一式工事に積み上げた完成工事高」の合計が、「振替元業種の工事経歴書の

合計額」と一致していることを確認してください。



別紙三

建設工事の担い手の育成及び確保に関する取組の状況

〔1.該当、2.非該当 〕

建設業の営業継続の状況

〔1.有、2.無 〕

３．別紙三　その他の審査項目（社会性等）

Ⅲ．申請書等の作成方法について　

令和      年     月     日 令和      年     月     日

3 再生手続又は更生手続開始決定日 再生計画又は更生計画認可日 再生手続又は更生手続終結決定日

民事再生法又は会社更生法の適用の有無 ５ ４ 令和    年     月     日

（年）
昭和
平成
令和

   年     月     日 年　　　　か月

3 5 初めて許可（登録）を受けた年月日 休業等期間 備考（組織変更等）

営業年数 ５ ３

〔1.「全ての建設工事で実施」に該当、2.「全ての公共工事で実施」に該当、3.非該当 〕

3

建設技能者を大切にする企業の自主宣言制度の宣言の有無 ５ ２ 〔1.有、2.無 〕

3

建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために必要な措
置の実施状況

５ １

青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定の状況 ５ ０ 〔1.ユースエール認定、2.非該当 〕

次世代育成支援対策推進法に基づく認定の状況 ４ ９ 〔1.くるみん認定、2.トライくるみん認定、3.プラチナくるみん認定、4.非該当 〕

3

3

（人）

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認
定の状況

４ ８
  1.えるぼし認定（1段階目）、2.えるぼし認定（2段階目）、
  3.えるぼし認定（3段階目）、4.プラチナえるぼし認定   、5.非該当

（人） 控除対象者数
,,

（人） 技能者数

20

技能レベル向上者数 ４ ７
,

（人）

3 5 9 10

（単位） 技術者数
,

15

CPD単位取得数 ４ ６
,

(人)

3 5 10 11 15

新規若年技術職員の育成及び確保 ４ ５ 〔1.該当、2.非該当 〕

,

3 新規若年技術職員数 (Ｃ ) 新規若年技術職員の割合(Ｃ／Ａ)

3 技 術 職 員 数 ( Ａ ) 若 年 技 術 職 員 数 ( Ｂ ) 若年技術職員の割合(Ｂ／Ａ)

(人)

（用紙Ａ４）

２ ０ ０ ０ ４

(人)
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3

退職一時金制度若しくは企業年金制度導入の有無 ４ ２ 〔1.有、2.無 〕

その他の審査項目（社会性等）

項 番 3

建設業退職金共済制度加入の有無 ４ １ 〔1.有、2.無 〕

若年技術職員の継続的な育成及び確保 ４ ４

3

法定外労働災害補償制度加入の有無 ４ ３ 〔1.有、2.無 〕

建設業法施行規則別記様式第２５号の１４ 別紙３（２０００４帳票）

【記入例】

【項番４１】～【項番４３】について、各制度に加入（導入）している場合は
「１」を記入する

％表記、小数点第２位
以下の端数切り捨て

右欄「若年技術職員の割合（Ｂ／Ａ）」が１５％以上の場合は「１」を記入する

右欄「新規若年技術職員の割合（Ｃ／Ａ）」が
１％以上の場合は「１」を記入する

技術職員数（Ａ） ：「技術職員名簿」に記載した技術職員の人数と一致
若年技術職員数（Ｂ）：「技術職員名簿」に記載した技術職員のうち、審査基準日

時点において満３５歳未満の者の数

※新規若年技術職員数（Ｃ）の考え方については、Ｐ１６～１７参照

ＣＰＤ単位取得数の考え方については、Ｐ２４参照
「単位数」欄 ：「技術職員名簿」に記載したＣＰＤ単位取得数と、（「ＣＰＤ単位を取得した技術者名簿」（様式第４号）を提出する場合は）

当該名簿に記載した技術者が取得したＣＰＤ単位との合計数を記入する ※該当がない場合は「０」を記入する
「技術者数」欄：「技術職員名簿」に記載した技術職員の人数と、（「ＣＰＤ単位を取得した技術者名簿」（様式第４号）を提出する場合は）

当該名簿に記載した技術者との合計人数を記入する
→様式第４号を提出しない場合は、【項番１９】の値と一致する

技能者レベル向上者数の考え方については、Ｐ２５参照
「技能レベル向上者数」欄、「技能者数」欄及び「控除対象者数」欄のいずれも、「技能者名簿」（様式第５号）を提出する場合はそれぞれ該当
する人数を記入する

→様式第５号を提出しない場合は、いずれも「０」を記入する

必要な措置の考え方については、Ｐ２６参照
「建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために必要な措置を
実施した旨の誓約書及び情報共有に関する同意書」（様式第６号）
を提出する場合は該当する値（「１」又は「２」）を記入する

→様式第６号を提出しない場合は「３」を記入する

自主宣言制度の宣言の考え方については、Ｐ２７参照
①「「建設技能者を大切にする企業の自主宣言制度」に関する誓約書」（様式第７号）
②審査基準日において自主宣言制度に係る宣言を既に行っていることを証する書面の写し（「宣誓書」） ※有効期間内のものに限る

上記①②を提出する場合は「１」を記入する
→上記①②を提出しない場合は「２」を記入する

※令和８年７月１日以降に申請するものから適用

初めて建設業許可を受けた日から審査基準日までの期間（休業等期間を除く）を記入する
ただし、平成２３年４月１日以降の申立に係る再生又は更生手続開始及び終結の決定を受け
た場合は、終結決定日から審査基準日までの期間を記入する
（いずれも年未満の端数切り捨て）

平成２３年４月１日以降審査基準日までに再生又は更生手続開始の決定を受けており、
かつ審査基準日時点でいまだ終結の決定を受けていない場合にのみ「１」を記入する

必ず記入する
（不要な元号は抹消）

合併・譲渡・分割等の
事実発生日を記入する

該当がある場合は記入する

令和８年７月１日制度改正により
・雇用保険の加入（旧項番４１）
・健康保険の加入（旧項番４２）
・厚生年金保険の加入（旧項番４３）

は削除

【項番４８】～【項番５０】
について、各制度の認定状況
に応じて値を記入する



防災活動への貢献の状況

法令遵守の状況

建設業の経理の状況

研究開発の状況

建設機械の保有状況

国又は国際標準化機構が定めた規格による認証又は登録の状況

3

ＩＳＯ１４００１の登録の有無 ６ ５ 〔1.有、2.無 〕

3

ＩＳＯ９００１の登録の有無 ６ ４ 〔1.有、2.無 〕

（台）

3

エコアクション２１の認証の有無 ６ ３ 〔1.有、2.無 〕

3 5

建設機械の所有及びリース台数 ６ ２

(千円)

’ ’ ’ ’ ’ ’

(千円)
,

（千円）
,

研究開発費（２期平均） ６ １
,

審 査 対 象 事 業 年 度 審査対象事業年度の前審査対象事業年度

3 5 10

（人）

3 5

〔1.有、2.無 〕

二級登録経理試験合格者等の数 ６ ０
,

3 5

公認会計士等の数 ５ ９
,

（人）
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3

営業停止処分の有無 ５ ６ 〔1.有、2.無 〕

3

防災協定の締結の有無 ５ ５ 〔1.有、2.無 〕

3

監査の受審状況 ５ ８
  1.会計監査人の設置、2.会計参与の設置、
  3.経理処理の適正を確認した旨の書類の提出、4.無

3

指示処分の有無 ５ ７

審査基準日直前１年以内において、建設業法第２８条に基づく「営業停止処分」
「指示処分」がなされた場合にそれぞれ「１」を記入する

※「行政指導」（勧告等）や発注者による「指名停止措置」は対象外

審査基準日時点において該当する値を記入する

「１」…会計監査人の設置を行っている場合（ただし、監査報告書において無限定

適正意見又は限定付適正意見が表明された場合に限る）
「２」…会計参与の設置を行っている場合（会計参与報告書が作成されている場合

に限る）
「３」…「建設業経理士等名簿」（様式Ｃ）に記載し【項番５９】に計上する者の

うち、経理実務の責任者である者が自筆署名を付した「経理処理の適正を
確認した旨の書類」（様式第２号）を提出する場合

「４」…上記１～３のいずれにも該当しない場合

審査基準日時点において常勤職員である以下の者の数を記入する

①公認会計士（ただし、公認会計士法第２８条の規定による研修を受講した者に限る）

②税理士（ただし、所属税理士会が認定する研修を受講した者に限る）

③１級登録経理試験合格者（ただし、合格した翌年度の開始日から審査基準日までに５年を

経過していない場合に限る）

④１級登録経理講習修了者（ただし、修了した翌年度の開始日から審査基準日までに５年を

経過していない場合に限る）

審査基準日時点において常勤職員である以下の者の数を記入する

ただし、いずれも【項番５９】に記入する者は重複計上となるため計上不可

①２級登録経理試験合格者（ただし、合格した翌年度の開始日から審査基準日までに５年を

経過していない場合に限る）

②２級登録経理講習修了者（ただし、修了した翌年度の開始日から審査基準日までに５年を

経過していない場合に限る）

①審査対象事業年度 ：審査基準日以前１２ヶ月の期間
②前審査対象事業年度：①の直前１２ヶ月の期間

【項番１８】と同様、決算期変更等により各期の決算期間が１２ヶ月とならない場合、決算
期間が上記①②それぞれの期間と一致しないことから、①②それぞれの期間（１２ヶ月）に
当てはまるよう各決算期間の実績値を月単位で按分して計上する

※按分計算を行った場合、計算式を当該余白部分に記載する

【項番５８】で「１」を記入した場合は２期平均
の額を記入する（千円未満の端数切り捨て）

→「１以外」の場合は「０」を記入する

※令和８年７月１日以降に申請するものから対象機械を追加

評価対象となる建設機械の考え方については、Ｐ２２～２３参照
①対象となる建設機械であること
②審査基準日において、対象機械ごとに定められた法定検査が実施済みであり、かつ当該検査の有効期間内であること
③審査基準日において、自社所有又は審査基準日から１年７ヶ月以上の使用期間が定められたリース契約を締結していること

→上記①～③を全て満たす建設機械の台数を記入する（該当がない場合は「０」を記入する）

審査基準日時点においてエコアクション２１の認証を取得しており、かつ当該認証の有効期間内

である場合において、下記①②を全て満たす場合に「１」を記入する

①認証範囲に建設業が含まれている

②建設業許可を受けた全ての営業所について認証を受けている

→該当しない場合は「２」を記入する

審査基準日時点においてＩＳＯ９００１又はＩＳＯ１４００１の登録を受けており、かつ当該登

録の有効期間内である場合において、下記①～③を全て満たす場合にそれぞれ「１」を記入する

①登録範囲に建設業が含まれていない

②建設業許可を受けた全ての営業所について登録を受けている

③建設業許可を受けた全ての営業所について、許可上の所在地と登録を受けた所在地が一致

している

→該当しない場合はそれぞれ「２」を記入する

国、特殊法人等又は地方公共団体と直接又は所属団体を通じて防災協定等を締結
している場合は「１」を記入する
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・技術職員ごとに申請する業種を必ず記入する
【項番１６】に「９」を記入した業種以外
の業種は記入不可

・１業種において「２つの資格」の申請は
不可（１業種において複数資格を有する
場合、いずれか１つを選択して申請する）

右詰めで記入する
空位のカラムは「０」を記入する

１つの資格にて２業種を選択する場合、
「有資格区分コード」は２箇所とも同じ
コードを記入する
（前回掲載者の資格を追加・変更する場合
はコード部分を着色する）

監理技術者資格者証の交付を受けている場
合、交付番号を記入する

有資格区分コードについては「申請の手引き
【資料編】」資-３～６を参照

■技術者評価について
・各技術職員の審査基準日時点の状況に基づき作成してください。

・技術職員１人につき、申請できる業種は「異なる２業種まで」です（１業種において「２つの資格」の申請は不可）。

※当該業種制限はあくまで「経営事項審査上の制限」であり、建設業法の規定により現場に配置すべき監理技術者等について

１人の技術職員が３業種以上の監理技術者等要件を満たす複数の資格を有している場合は、経営事項審査において申請する

業種に関わらず、要件を満たす全ての業種において監理技術者等になり得ます。

・１級国家資格を有する技術職員が有効な監理技術者資格者証を保有しており、かつ監理技術者講習の有効期間内にある場合に、

「６点」の評価となります。（１級国家資格保有による「５点」 ＋ 「講習受講：１」該当による「１点」の加点）

１級国家資格を有さず（実務経験等によって）監理技術者資格者証を保有している場合、「講習受講：１」の要件を満たさない

ことから「１点」の加点対象となりません。（「講習受講」欄には「２」を記入）

・他社からの出向者については、「出向者」である旨を技術職員名簿の余白に記入してください。

・許可換えにより近畿地方整備局へ初めて申請する場合、前回他行政庁で受審した際に提出した「技術職員名簿」の写しを確認書

類として提出してください。

建設業法施行規則別記様式第２５号の１４ 別紙２（２０００５帳票）

【記入例】

以下、「審査基準日：令和８年３月３１日」
申請日を令和８年７月とした場合の記入例

審査基準日時点の満
年齢を記入する

満年齢が上がるのは「誕生日の前日」
→記入例の場合、

平成３年４月１日以前生まれの者 →満３５歳以上
平成３年４月２日以降生まれの者 →満３４歳以下

記入例の場合、
【項番４４】には「１（該当）」を記入する

若年技術職員（Ｂ）３人 ÷ 技術職員数（Ａ）８人 ＝ 割合（Ｂ／Ａ）３７．５％（１５％以上）
※若年技術職員…審査基準日において満３５歳未満の者

【項番４５】には「１（該当）」を記入する
新規若年技術職員（Ｃ）１人 ÷ 技術職員数（Ａ）８人 ＝ 割合（Ｃ／Ａ）１２．５％（１％以上）

※新規若年技術職員の考え方については、Ｐ１６⑤参照
・審査対象年内（当期事業年度開始日の直前1年以内）に技術職員となった者（「新規掲載者」欄に○

を付す対象となる者）のうち、審査基準日において満３５歳未満の者

審査対象年内（当期事業年度開始日の直前1年以
内）に技術職員となった者に「○」を付す（詳細は
Ｐ１６⑤参照）

※今回「技術職員名簿」に初掲載する者全てに
「○」を付すものではない

1頁あたりの記入人数は30名まで
・３０人以下の場合、複数頁に分割して記入しない
・３１人以上の場合、３１人目以降は２頁以降に記入する

（独自に行数を増やさない）

技術職員ごとに「CPD認定団体
による認定単位を換算した値」を
記入する（詳細はＰ２４参照）

※換算値の上限は「３０」

「講習受講」欄の考え方については、Ｐ１７⑦参照
①「業種コード」欄に記入した業種について、法第１５条第２号イに該当する（１級

国家資格を有している）こと
②「業種コード」欄に記入した業種について、監理技術者資格者証の交付を受けてい

ること

③法第２６条の６から８の規定による講習（監理技術者講習）を受講していること

（ただし、受講日の翌年の開始日から審査基準日までに５年を経過していない場合

に限る）
上記①～③を全て満たす場合に「１」を記入する

→満たさない場合は「２」を記入する

出向者の場合は「出
向」と記入する

年齢の若い順（生年
月日の新しい順）に
記入する

業種コード表
申請業種 コード 申請業種 コード

土木工事業 ０１ ガラス工事業 １６
建築工事業 ０２ 塗装工事業 １７
大工工事業 ０３ 防水工事業 １８
左官工事業 ０４ 内装仕上工事業 １９
とび・土工工事業 ０５ 機械器具設置工事業 ２０
石工事業 ０６ 熱絶縁工事業 ２１
屋根工事業 ０７ 電気通信工事業 ２２
電気工事業 ０８ 造園工事業 ２３
管工事業 ０９ さく井工事業 ２４
タイル・れんが・ブロック工事業 １０ 建具工事業 ２５
鋼構造物工事業 １１ 水道施設工事業 ２６
鉄筋工事業 １２ 消防施設工事業 ２７
舗装工事業 １３ 清掃施設工事業 ２８
しゅんせつ工事業 １４ 解体工事業 ２９
板金工事業 １５



１）就業規則で定める定年に達していない正社員（常勤職員）又は定年の定めのない事業所における正社員（常勤職員）

２）

→「継続雇用制度の適用を受けている技術職員名簿」（様式第３号）の提出が必要（Ｐ１６④参照）

３）常勤の役員（雇用（期間）を役員就任（任期）に読み替え）

・ 以下の者は要件を満たさないため「技術職員名簿」に記載することはできません。

ア）雇用（出向・採用後）期間が６ヶ月以内である職員

イ）「技術職員名簿」に記載可能な資格を有していない職員

ウ）期間の定めのある（有期）雇用契約を締結している職員（契約更新回数等の制限の有無を問わない）

エ）定年内の正社員の就業日数及び就業時間よりも短い勤務条件にて勤務する職員

オ）監査役・非常勤の役員

カ）その他、要件を満たすことが確認できない職員

※ 出向元においては要件を欠くことから「技術職員名簿」に記載することはできません。

※ 出向開始日、出向期間や出向条件等、要件を満たすことが確認できない場合は不可

Ⅲ．申請書等の作成方法について　

■ 技術職員名簿に関する注意事項

「技術職員名簿」に記載可能な職員は、審査基準日において雇用期間を限定することなく常時雇用され、かつ審査基準日において
６ヶ月を超える恒常的な雇用関係（下記③参照）にある必要があり、常時雇用の職員とは下記に該当する者となります。

・

就業規則で定める定年以降の職員のうち、勤務条件として定年内の正社員と同一の就業日数及び就業時間が定められ、かつ雇用
期間の定めのない（無期）雇用契約を締結している常勤職員

ただし、定年前から雇用され、「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律（高年齢者雇用安定法）」第９条第１項第２号の
規定により定年以降「継続雇用制度」の適用を受けている６５歳以下の職員については、要件を満たすものとみなして「技
術職員名簿」に記載することが可能です。

※

・ 出向先にて、審査基準日において６ヶ月を超えて常勤である（定年内の正社員と同一の就業日数及び就業時間にて勤務している）職
員は、出向先において「技術職員名簿」の記載対象となり得ます。

・ 確認書類として、他の技術職員と同様の書類の他、出向元が作成・証明する出向協定書等の写し又は出向証明書の提出も必要となり
ます。

・ 確認書類として提出を要する「標準報酬決定通知書」等について、「技術職員名簿」「建設業経理士名簿」等に記載の職員との突合
確認のため、各職員情報の余白部分に「各名簿の頁数及び通番等」を付記してください。

前回経審において「出向者（在籍出向）」として「技術職員名簿」に記載していた職員について、今回経審の審査基準日までに出向
先に転籍した（自社の常勤職員として雇用した又は常勤の役員に就任した）場合は、他の技術職員と同様の書類の他、「出向元での
雇用等終了から出向先での雇用又は役員就任開始に間断がない（空白期間がない）」ことの確認のため「出向元における社会保険等
の資格喪失届」の提出もあわせて必要となります。

・

・ ６ヶ月を超える恒常的な雇用関係とは、審査基準日から遡る６ヶ月と１日前の日以前に雇用され、審査基準日まで間断なく雇用関係
が継続されていることをいいます。
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①技術職員名簿に記載可能な職員について

②出向者の取扱いについて

③６ヶ月を超える恒常的な雇用関係について

 ○ 技術職員として記載可

 × 技術職員として記載不可

 × 技術職員として記載不可

審査基準日
（令和８年３月３１日）

遡る６ヶ月と１日前の日
（令和７年９月３０日）

雇用開始

令和７年１０月１日雇用開始

再雇用開始退職

再雇用日まで空白期間あり



・ 上記を証明する書類として、「継続雇用制度の適用を受けている技術職員名簿」（様式第３号）の提出が必要です。

　＜「継続雇用制度の適用を受けている技術職員名簿」の留意事項＞

・

※ 今回「技術職員名簿」に初掲載する者全てに「○」を付すものではありません。

１）審査対象年内（経営事項審査の申請日の属する事業年度の開始日の直前１年以内）において、６ヶ月を超える恒常的な雇用関係
を有するに至った職員

16

Ⅲ．申請書等の作成方法について　

なお、【項番５９】【項番６０】の公認会計士等・二級登録経理試験合格者等については、常勤職員であることが必須要件となるた
め「継続雇用制度」の適用を受けている職員は評価対象外となります（常勤職員とみなすことはできません）。

・

Ｐ１５①２）に記載のとおり、定年前から雇用され、「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律（高年齢者雇用安定法）」第９条第
１項第２号の規定により定年以降「継続雇用制度」の適用を受けている６５歳以下の職員については、常勤の技術職員とみなして
「技術職員名簿」に記載することが可能です。

・

「技術職員名簿」の「新規掲載者」欄において、「○」を付す対象となるのは下記１）２）のいずれかに該当する技術職員です。

また、定年を迎えて継続雇用に切り替える際、健康保険等の資格の切替（定年による資格喪失及び継続雇用に伴う資格取得）が生じ
る場合は、「雇用期間に間断がない（空白期間がない）」ことの確認のため「再雇用（資格の再取得）に係る書類」の提出も必要と
なります。

・

④継続雇用の取扱いについて

様式第３号

　　近畿地方整備局長　殿

住　　　所

商号又は名称
代表者氏名

通　番 氏　　名 生　年　月　日

（用紙Ａ４）

継続雇用制度の適用を受けている技術職員名簿

　建設業法施行規則別記様式第２５号の１４・別紙二の技術職員名簿に記載した者のうち、下表
に掲げる者については、審査基準日において継続雇用制度の適用を受けていることを証明しま
す。

年　　　月　　　日

技術職員名簿の「頁数及
び通番」を記載

出向者が継続雇用制度の適用を受ける場合は

①出向元が作成する「継続雇用制度の適用を受けている技術職員名簿」

②出向元の就業規則の写し（定年・継続雇用制度の規定の確認のため）

の提出が必要です。

申請日以前の
日付を記載

記載対象となるのは、定年前から雇用さ
れ、「高年齢者等の雇用の安定等に関す
る法律（高年齢者雇用安定法）」第９条
第１項第２号の規定により定年以降「継
続雇用制度」の適用を受けている６５歳
以下の職員

【留意事項１】
下記の職員は記載対象外となります。

①常勤の役員
②定年が６５歳以上となる職員
③継続雇用制度によらず、個別の雇用契約を締結している職員

【留意事項２】
左記名簿に記載した職員は、【項番５９】【項番６０】の公認会計士
等・二級登録経理試験合格者等に該当しません。
そのため、【項番５８】の「３」の対象者にもなりません。

・「建設業経理士等名簿」（様式Ｃ）への記載不可
・「経理処理の適正を確認した旨の書類」（様式第２号）の作成不可

⇒ 当事例では「令和６年１０月１日～令和７年９月３０日」の間に雇用された職員が該当

令和７年１０月１日に雇用された職員は今回経審の審査基準日（令和８年３月３１日）時点で要件を満
たしていないため×

・

この期間内に６ヶ月を超える恒常的な雇用関係を有するに至った職員が該当

令和６年１０月１日に雇用された職員は、前回経審の審査基準日（令和７年３月３１日）時点で要件を
満たしていなかったが、令和７年４月１日に要件を満たすため○

・

決算日：審査基準日
（令和８年３月３１日）

前期事業年度開始日
（令和７年４月１日）

前期決算日
：前期審査基準日

（令和７年３月３１日）

当期事業年度開始日
（令和８年４月１日）

⑤新規掲載者に該当する技術職員について



２）

例）資格区分コード001　…　指定学科卒業後、申請業種に係る所定年数の実務経験が必要

資格区分コード002　…　申請業種に係る１０年以上の実務経験が必要

資格区分コード256　…　「第二種電気工事士」の免状交付後、08電気工事業に係る３年以上の実務経験が必要

→ 申請業種ごとに「実務経験証明書」（施行規則様式第９号）を作成し提出

記載例は近畿地方整備局HPの建設業許可のサイトに掲載の「建設業許可申請の手引き」を参照

「技術職員名簿」の「講習受講」欄に「１」を記入する対象となるのは下記１）～３）を全て満たす場合に限られます。

１）申請業種（「業務コード」欄に記入する業種）について、法第１５条第２号イに該当する（１級国家資格を有している）こと

＜１級国家資格＞

１級技術検定（１級●●施工管理技士）、１級建築士、技術士

→ 国土交通大臣認定や実務経験により「監理技術者資格者証」の交付を受けた場合は対象外
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・ 上記「新規掲載者に該当する技術職員」のうち、審査基準日において満３５歳未満の人数を【項番４５】の「新規若年技術職員数
（Ｃ）」欄に記入してください。

・ 主任技術者等の要件として所定の実務経験年数を必要とする資格については、申請業種（「業務コード」欄に記載する業種）ごとに
「当該業種に係る実務経験」を有している必要があります。

「申請の手引き【資料編】」資-３～６の「有資格区分コード表」において、業種と資格区分コードの組合せが「５」
となっているものが該当

※

審査対象年より前に、既に６ヶ月を超える恒常的な雇用関係は有していたものの「技術職員名簿」に記載可能な「申請業種に係
る資格」を一切有していなかったが、審査対象年内に初めて記載可能な「申請業種に係る資格」を有するに至った職員

Ⅲ．申請書等の作成方法について　

・ 「技術職員名簿」に実務経験を必要とする資格を記載する場合、「指定学科の卒業証明書」（卒業証明書にて確認できない場合は専
攻コース等が記載された「成績証明書」等を含む）や「各種検定又は試験の合格証等」の提出が必要となりますが、「申請業種に係
る実務経験を証明する書類」については申請時点では特に提出を求めていません。
ただし、審査上において技術職員の年齢や指定学科の卒業年月日、各種検定等の合格日等を勘案し、所定の実務経験を有している事
実を確認する必要が生じた場合は追加の確認書類として当該書類の提出を求めることがあります。

・

■実務経験とは

＜「建設業許可事務ガイドライン」【第７条関係】２．（２）及び【第５条及び第６条関係】２．（９）参照＞
・申請業種に係る建設工事の施工に関し、具体的に携わった技術上の職務経験をいいます。

したがって、建設工事の施工を指揮、監督した経験や実際に建設工事の施工に携わった経験、建設工事の注文者側において
設計に従事した経験のほか、これらの技術を習得するための見習いに従事した経験も含まれます。
なお、工事現場における単なる雑務や営業、各種事務作業に従事した経験は該当しません。

・また、一つの建設工事に従事した経験（期間）を「複数の業種に係る経験」として重複計上することはできません。
（ただし、平成２８年５月３１日までに「05とび・土工工事業」として請け負った解体工事に係る実務経験期間に限り、

「05とび・土工工事業」及び「29解体工事業」双方の実務経験期間として重複計上可）

⑥所定の実務経験を必要とする場合の取扱いについて

⑦「講習受講：１」による加点（６点評価）について

前回経審の審査基準日後に「一級土木施工管理技士」にて監理技術者資格者証の交付を受けたことから、
今回経審において「113一級土木施工管理技士」の有資格者として「技術職員名簿」に初記載した【申請業
種：01土木工事業】

・

当事例では「前回経審の審査対象年内」において新規掲載者に該当していた（前回経
審において対象者となり得た）ものであり、今回経審における対象者とならない

⇒

この期間内に「技術職員名簿」に記載可能な「申請業種に係る資格」を
初めて有するに至った職員が該当

前回経審の審査基準日（令和７年３月３１日）時点で、すでに「113一級土木施工管理技士」の資格を有し
ていた（第二次検定に合格していた）職員について、前回経審の「技術職員名簿」には記載していなかった
【申請業種：01土木工事業】

・

決算日：審査基準日
（令和８年３月３１日）

前期事業年度開始日
（令和７年４月１日）

前期決算日
：前期審査基準日

（令和７年３月３１日）

当期事業年度開始日
（令和８年４月１日）



２）申請業種について、監理技術者資格者証の交付を受けていること

すなわち、以下ａ～ｃを全て満たす必要があります。

審査基準日について、監理技術者資格者証の初回交付日以降であり、かつ有効期間内にあること

上記１）の１級国家資格の略称名が「有する資格」欄に記載された監理技術者資格者証の交付を受けていること

→ 当該欄に記載のない１級国家資格は「監理技術者資格者証の交付を受けていない」こととなるため対象外

申請業種について「建設業の種類」欄に「１」と記載された監理技術者資格者証の交付を受けていること

※

３）法第２６条の６から８の規定による監理技術者講習を受講していること

すなわち、以下ａ及びbを全て満たす必要があります。

審査基準日以前に、監理技術者講習を修了済みであること

審査基準日について、「講習修了日の翌年１月１日から５年後の日」以内であること
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ａ：

ｂ：

ｃ：

Ⅲ．申請書等の作成方法について　

特に「29解体工事業」については平成２８年６月１日に新設された業種であることから、それ以前に１級技術検定や技
術士の国家資格を得て監理技術者資格者証の交付を受けた場合、解体工事に係る所定の要件を満たした上で監理技術者
資格者証の業種追加申請を行わなければ「解体工事業」の欄が「１」に変更されません。
解体工事業に係る所定の要件を満たしていたとしても、監理技術者資格者証に「０」と記載されている場合は「講習
受講：１」（１点加点）の対象外となりますので留意してください。

→

解体工事業に係る所定の要件については、Ｐ３３（チェックリスト番号５関係①ⅶ）参照

ａ：

ｂ：

当事例（審査基準日：令和８年３月３１日）の場合、講習修了日が「令和３年１月２
日～令和８年３月３１日」の期間内であれば該当

修了日の翌年１月１日
から５年後の日

（令和８年１２月３１日）

講習修了日
（令和３年１月２日）

修了日の翌年
１月１日

（令和４年１月１日）

決算日：審査基準日
（令和８年３月３１日）



１）工事経歴書（施行規則様式第２号）

■工事経歴書作成に係る注意事項
下記の記載フロー及びＰ２０～２１の記載例を参照してください。

売上等の計上方法として「工事進行基準」を採用する場合は、記載額の根拠資料の追加提出を求めることがあります。

元請工事がない場合は、下請工事のみ記載してください。

元請工事に軽微な工事がない場合は、下請工事のみで判断してください。
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Ⅲ．申請書等の作成方法について　

５．工事経歴書、各様式の作成等について

「工事経歴書」は、建設業許可において毎事業年度終了後４ヶ月以内に届出を要する「決算変更届」に添付する必要があ
るものです。（「決算変更届」の届出がなされていない場合、経営事項審査を行うことはできません）
「工事経歴書」は経営規模等評価（Ｘ・Ｚ・Ｗ）の審査においても必要となりますので、「決算変更届」に添付したも
のと同一内容のものを提出してください。（決算日後に新たに許可を得た申請業種については、経営規模等評価の申請
のために「工事経歴書」を作成し提出する必要があります）

・

・

元請７割分に記載した軽微な工事と合わせた件数で判断。ただし、「元請のみ１０件の記載」のみで完了とは
ならず、「元請工事の残りの部分及び下請工事から１件以上軽微な工事が記載される段階」まで記載をする必
要があります。（軽微な工事は計１１件記載してください）

※２
※１

①元請工事に係る完成工事について、元請工事の完成工事高合計の７割を超えるところまで記載する

②続けて、残りの元請工事と下請工事に係る完成工事について、全体の完成工事高合計の７割を超えるところまで記載する

ただし、①②において、１，０００億円又は軽微な工事（税込５００万円（建築一式工事は１，５００万円）未満）、の10件を超える

部分については記載を要しない ※工事経歴書は税抜額を記載する必要があるため、金額に注意すること

③さらに、②に続けて主な未成工事について記載する

NO

主な未成工事を記載

完 了

＊Ｐ２０ 記載例１参照

＊Ｐ２０ 記載例２参照
＊Ｐ２１ 記載例３参照

元請工事について請負代金の大きい順に記載

元請工事の残りの部分及び下請工事について請負代金の大きい順に記載 ※1

YES

NO

YES NO

YES

NO

NO

YES YES

元請工事があるか

元請工事の7割超までに
1,000億円に達した

元請工事の7割超までに
軽微な工事が１０件に達した

元請工事が７割を超えた

全体の７割超までに
1,000億円に達した

全体の７割超までに軽微
な工事が１０件に達した ※2 全体の7割を超えた

YES

全ての完成工事に係る記載終了

元請工事7割部分に係る記載終了

工事経歴書の記載フロー



※「注文者」及び「工事名」の記入に際しては、その内容により個人の氏名が特定されることのないよう十分に留意すること。
　（例えば、記載例２のように注文者「Ｕ」、工事名「Ｕ邸外構工事」とイニシャル表記にて記載する）
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Ⅲ．申請書等の作成方法について　

様式第二号（第二条、第十九条の八関係）

（建設工事の種類） 工事  （　税込　・　税抜　）

主任技術者 監理技術者

件 千円 ０千円

件 千円 ０千円

工 事 経 歴 書とび・土工・
コンクリート

注文者

元請
又は
下請
の別

JV
の
別

工　事　名
工 事 現 場 の あ る
都 道 府 県 及 び
市 区 町 村 名

配置技術者

上田邸木造住宅解体工事 東京都千代田
区

工　　期

氏　名

主任技術者又は監理技術者の
別（該当箇所にﾚ印を記載）

うち、
　・PC
　・法面処理
　・鋼橋上部

着工年月日 完成又は
完成予定年月

請負代金の額

Ａ 国土建設 元請
東京一郎 ﾚ 平成千円 千円

10,000
22 月 平成年 12 1 月23 年

Ｂ 北海道開発 〃 4,500
平成 23 3 月千円 千円 月 平成 23 年

錦住宅敷地盛土及び基礎工事 〃

年 2愛知太郎 ﾚ
仙台邸車止め設置工事 〃

一宮二郎
Ｃ 東北土木 〃

ﾚ 平成千円 月 平成年 3
3,200

22千円 4 月22 年

Ｄ 関東建設 下請 8,000
平成 22 5 月千円 千円 月 平成 22 年

丸の内ビル新築工事の内
外構工事

〃

年 5津島一平 ﾚ
豊橋川改修工事の内掘削工事 〃

半田五郎
Ｅ 北陸産業 〃

ﾚ 平成千円 月 平成年 1
5,500

23千円 1 月23 年

Ｆ 中部塗装 〃 2,500
平成 22 11 月千円 千円 月 平成 22 年

栄ビル新築工事の内
くい打工事

〃

年 10岡崎三男 ﾚ

豊川アパート改築工事の内
足場仮設工事

〃

豊田一郎
Ｇ 近畿組 〃

ﾚ 平成千円 月 平成年 9
2,000

22千円 9 月22 年

Ｈ 中国建築 〃 1,900
平成 23 3 月千円 千円 月 平成 23 年

一般国道１００号線道路改良
工事の内カッター工事

〃

年 2名古屋三郎 ﾚ
一般国道９９号線道路新設工事 〃

愛知太郎
Ｉ 四国道路 〃

ﾚ 平成千円 月 平成年 4
1,800

22千円 4 月22 年

Ｊ 九州工業 元請 1,700
平成 22 12 月千円 千円 月 平成 22 年

讃岐邸新築工事の内
基礎工事

東京都中央区

年 12岡崎三男 ﾚ
三重邸玄関コンクリート工事 東京都足立区

豊田一郎
Ｋ 沖縄機械 下請

ﾚ 平成千円 月 平成年 4
1,600

22千円 5 月22 年

Ｌ 国交　太郎 〃 1,500
平成 22 5 月千円 千円 月 平成 22 年

県道１２３号線道路側溝工事 東京都新宿区

年 5岡崎三男 ﾚ
県道７５８号線道路側溝工事 〃

岡崎三男
Ｍ 建設　次郎 〃

ﾚ 平成千円 月 平成年 5
1,000

22千円 5 月22 年

13 45,200

うち　元請工事

（用紙Ａ４）

うち　元請工事

25,000

・・・「軽微な工事」
19,400

千円 ０千円

合計 52 70,000

千円 ０千円

小計

様式第二号（第二条、第十九条の八関係）

（建設工事の種類） 工事  （　税込　・　税抜　）

主任技術者 監理技術者

件 千円 ０千円

件 千円 ０千円

ﾚ

Ｍ

・・・「軽微な工事」

ﾚ
県道１２３号線道路側溝工事

東京都足立区九州工業 〃

月
東京都新宿区

岡崎三男 平成 22 5年
7,000

千円 千円

22

建設　次郎 〃

国交　太郎 下請 県道７５８号線道路側溝工事 〃
5ﾚ岡崎三男 千円 千円

8,000

月年 4

年 月

沖縄機械 〃 1,000
平成豊田一郎 22千円

平成 22 月
三重邸玄関コンクリート工事

千円 千円岡崎三男 ﾚ

22 年 4

年 12

月23

月平成千円 千円

1,600

22 年 5 月平成

錦住宅敷地盛土及び基礎工事
一宮二郎

千円 千円

〃
22 年 3 月

東京一郎

平成
3,200

千円 月年

月

平成 23 2

千円 年千円

月

平成

平成千円 千円

千円

1222

1

〃
千円 平成ﾚ 千円

年 9

年 2

2,000
平成 年23

四国道路 〃
一般国道１００号線道路改良

工事の内カッター工事

中国建築

近畿組 〃
22

栄ビル新築工事の内
くい打工事

一般国道９９号線道路新設工事

〃

〃

北陸産業 〃

東北土木 〃

関東建設 〃

中部塗装 〃

国土建設

丸の内ビル新築工事の内
外構工事

北海道開発 〃

上田邸木造住宅解体工事元請

千円 千円

千円

月

年 10 月

請負代金の額
工 事 現 場 の あ る
都 道 府 県 及 び
市 区 町 村 名

千円

平成 22千円

配置技術者
主任技術者又は監理技術者の
別（該当箇所にﾚ印を記載）氏　名

うち、
　・PC
　・法面処理
　・鋼橋上部

平成
9,000

着工年月日 完成又は
完成予定年月

平成 23 年 3 月

23 年 1 月

月

月平成 22 年 5

平成 23 年 1 月

平成 22 年 11 月

平成 22 年 9 月

平成 23 年 3 月

月平成 22 年 4

平成 22 年 12 月

平成 22 年 5 月

年 5

工　　期

千円 平成 22 年 4

平成

月

平成 22 月

ﾚ

13

平成 22 年 5

合計 52 65,000

うち　元請工事

30,700

０千円

千円

うち　元請工事

50,000

豊川アパート改築工事の内
足場仮設工事

小計 45,700

1,500

千円

０千円

〃
愛知太郎

讃岐邸新築工事の内
基礎工事

岡崎三男

2,500

1,700

1,900

1,800

4,500
千円

ﾚ

ﾚ

ﾚ

東京都中央区

〃

〃

ﾚ

ﾚ

名古屋三郎

愛知太郎

津島一平 ﾚ

ﾚ

豊田一郎

半田五郎

工 事 経 歴 書
とび・土工・
コンクリート

東京都千代田
区

豊橋川改修工事の内掘削工事

仙台邸車止め設置工事 〃

〃

Ａ

Ｂ

注文者 工　事　名

元請
又は
下請
の別

JV
の
別

Ｋ

Ｌ

Ｇ

Ｈ

Ｉ

Ｊ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

Ｆ

（用紙Ａ４）

２．記載額が全ての完成工事高の合計額の7割を超えたため記載終了

１．軽微な工事について１０件を超える部分は記載不要

B～K の件数≦１０件

２．軽微な工事が１０件に達したため記載終了

１．元請工事に係る完成工事の合計額の7割超まで記載

B・C＋F～M の件数≦１０件

＊記載例１（元請工事で軽微な工事が10件に達した場合）

＊記載例２（全体で軽微な工事が10件に達した場合）

該当工事が監理技術者を配置す

る工事の場合に記載する

元請工事の7割

部分に係る完成

工事

下請工事に係る

完成工事

Ｓ

Ｋ

Ｓ邸外構工事

Ｋ邸改修に伴う仮設工事

U

Ｔ

U邸外構工事

Ｔ邸改修に伴う仮設工事

請負代金は千円単位で記載する

（千円未満の端数切り捨て）

必ず税抜額で記載する

頁ごとの「完成工事高」の合計額

（A～M）

頁ごとの「元請工事に係る完成工事高」

の合計額（A～K）

全ての「元請工事に係る完成工事高」の合計額

元請工事の7割

部分に係る完成

工事

上記以外の元請

工事及び下請工

事に係る完成工

事

必ず税抜額で記載する

頁ごとの「完成工事高」の合計額

（A～M）

頁ごとの「元請工事に係る完成工事高」

の合計額（A～C＋J）

全ての「元請工事に係る完成工事高」の合計額

全ての「完成工事高」の合計額

全ての「完成工事高」の合計額



「工事経歴書」は許可を受けている業種ごとに作成し、全て「税抜」額にて記載すること。

98,000

「小計」の欄は、頁ごとの「完成工事の件数の計」「完成工事及びそのうち元請工事に係る請負代金の額の合計」を記載すること。
なお、「土木一式工事」「とび・土工・コンクリート工事」「鋼構造物工事」については、それぞれの内訳業種につき「完成工事
及びそのうち元請工事に係る請負代金の額の合計」を記載すること。（実績がない場合は「０（千円）」と記載すること）

鋼橋上部工事
法面処理工事

（75,000）

21

9

10

11

内訳業種

12

申請業種

鋼構造物工事
とび・土工・コンクリート工事
土木一式工事

「合計」の欄は最終頁にのみ記載し、全ての「完成工事の件数の計」「完成工事及びそのうち元請工事に係る請負代金の額の合計」
を記載すること。
なお、「土木一式工事」「とび・土工・コンクリート工事」「鋼構造物工事」については、それぞれの内訳業種につき全ての「完
成工事及びそのうち元請工事に係る請負代金の額の合計」を記載すること。（実績がない場合は「０（千円）」と記載すること）

Ⅲ．申請書等の作成方法について　

１件の工事を複数の業種に分割して記載することはできない。

「土木一式工事」「とび・土工・コンクリート工事」「鋼構造物工事」について、請け負った工事がそれぞれの内訳業種の工事に該
当する場合は、「請負代金の額」の欄の右側欄にも金額を記載すること。

「配置技術者」の欄は、各工事現場に置かれた技術者の氏名及び主任技術者又は監理技術者の別を記載すること。また、当該工事の
施工中に配置技術者の変更があった場合には、変更前の者も含む全ての者を記載すること。

注文者が異なる工事は、施工現場が同一箇所であっても合算して記載することはできない。

請負代金の額

千円
　←工事進行基準による当期計上額
　←工事全体の請負代金の額

8

下請工事については、「注文者」の欄には当該下請工事の直接の注文者の商号又は名称を記載し、「工事名」の欄には当該下請工事
の名称を記載すること。

プレストレストコンクリート構造物工事

「請負代金の額」の欄は、ＪＶの構成員として請け負った工事については、ＪＶ全体の請負代金の額のうち出資の割合を乗じた額又
は分担した工事額を記載すること。

売上等の計上方法として「工事進行基準」を採用する場合には、当該基準の適用工事につき、「対象事業年度における計上額」を
かっこ書きにて上段に付記の上、当該金額を小計額及び合計額の計上対象とすること。

5

6

1

2

3

4

審査基準日の属する決算期間（以下、「対象事業年度」）に完成した建設工事及び下記７の対象となる工事につき「完成工事」と
して記載し、対象事業年度において完成していない建設工事につき「未成工事」として記載すること。

「ＪＶの別」の欄は、共同企業体（ＪＶ）の構成員として請け負った工事について「ＪＶ」と記載すること。（ＪＶの構成員を注文
者として請け負った下請工事の場合は記載対象外）

7

様式第二号（第二条、第十九条の八関係）

（建設工事の種類） 工事  （　税込　・　税抜　）

主任技術者 監理技術者

件 千円 千円

件 千円 千円

月年 月 平成 年

千円千円

163,2009

うち　元請工事

平成千円 千円

193,900
・・・「軽微な工事」

小計

千円 千円

月年

月年

月年

平成千円

平成

月23 2

月千円 千円 22 年

千円

1,800
4平成

月22平成千円

年

〃
津島一平

錦住宅敷地盛土及び基礎工事
一宮二郎 22

〃
千円ﾚ 平成

3,200

平成 23 2

年 5

3

年 月

月

〃
千円 平成ﾚ 千円 年

6,300

平成千円豊田一郎 22 年 9千円

四国道路 〃
一般国道１００号線道路改良

工事の内カッター工事

東北土木 〃

中部塗装 〃

近畿組 〃

中国建築

北陸産業 〃

国交　太郎

丸の内ビル新築工事の内
外構工事

北海道開発 〃

上田邸木造住宅解体工事元請 JV

月
7,500

平成 年 1

請負代金の額
工 事 現 場 の あ る
都 道 府 県 及 び
市 区 町 村 名

配置技術者
主任技術者又は監理技術者の
別（該当箇所にﾚ印を記載）氏　名

千円

年

千円

千円 平成

月

千円

23

22 10 月

100,000
1222千円 年千円 平成

うち、
　・PC
　・法面処理
　・鋼橋上部

平成月

着工年月日 完成又は
完成予定年月

平成 23 年 3 月

23 年 1 月

月

月平成 22 年 5

平成 23 年 1 月

平成 22 年 11 月

平成 22 年 9 月

平成 23 年 3 月

月平成 22 年 4

平成 年 月

年 月平成

工　　期

千円 平成 22 年 4

平成 平成 月年

合計 52 270,000
千円千円

うち　元請工事

233,000

〃
愛知太郎

〃

〃

半田五郎

岡崎三男

豊川アパート改築工事の内
足場仮設工事

2,000

5,100
栄ビル新築工事の内

くい打工事

一般国道９９号線道路新設工事

8,000

ﾚ

千円

60,000
千円 千円

ﾚ

千円

千円

ﾚ
〃

〃

ﾚ

ﾚ

名古屋三郎

関東建設 下請 豊橋川改修工事の内掘削工事

JV 仙台邸車止め設置工事 〃
愛知太郎 ﾚ

ﾚ東京一郎

Ｆ

工 事 経 歴 書とび・土工・
コンクリート

Ａ

Ｂ

注文者 工　事　名

元請
又は
下請
の別

JV
の
別

東京都千代田
区

（用紙Ａ４）

Ｇ

Ｈ

Ｉ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

A～Cの合計額 ≧ Yの7割

A～Iの合計額 ≧ Xの7割

＊記載例３（全ての完成工事高の合計額の７割に達した場合）

留意事項

・「工事名」の欄に記載する工事の名称は、請負契約書等に記載されている工事名称を、そのまま正確に記載してください。

（工事名称を略したり変更することは不可）

ただし、個人の氏名が含まれる名称の場合は、個人の氏名の部分についてイニシャル表記に置き換えて記載してください。

・経営規模等評価（Ｘ・Ｚ・Ｗ）の審査において「工事経歴書」の記載内容の訂正が生じた場合、「決算変更届」の訂正の届出もあわ

せて必要となります。

・「完成工事高」の合計額及び「元請工事に係る完成工事高」の合計額については、いずれも「決算変更届」に添付する「直前３年の

各事業年度における工事施工金額（施行規則様式第３号）」に計上した値とも一致させる必要があります。

必ず税抜額で記載する

１．元請工事に係る完成工事の合計額の7割超まで記載

元請工事の7割

部分に係る完成

工事

上記以外の元請

工事及び下請工

事に係る完成工

事

２．記載額が全ての完成工事高の合計額の７割を超えたた

頁ごとの「完成工事高」の合計額

（A～I）

頁ごとの「元請工事に係る完成工事高」の合計額

（A～C）

全ての「元請工事に係る完成工事高」の合計額（Y）全ての「完成工事高」の合計額（X）



評価対象となる建設機械について　（項番６２関係）

地域防災の観点から、災害時の復旧対応に使用可能な建設機械の保有状況を評価するものとなります。

そのため、評価対象となるのは下記①～③を全て満たす建設機械に限られます（最大１５台）。

下記の表に掲げる種別や規格、仕様要件等に適合した建設機械であること

下記の表に掲げる建設機械（それぞれの種別や規格、仕様要件等に適合するもの）のみが評価対象となります。

　※No.6のアスファルト・フィニッシャ、No.8の不整地運搬車は令和８年７月１日以降に申請するものから適用

建設機械に応じて、それぞれ該当する検査証等を提出してください。

コンパクタやランマー等、自走能力がないものは不可

ベースマシンに解体用アタッチメントを装着させることで解体用機械として使用する等の事由により、複数の特定自主検査記録表等
に同一のベースマシンが記載されている場合については、重複して評価することはできない

注６： 「特定自主検査記録表」に記載される「使用者」については、申請者又はリース契約の相手方のいずれかであること

22

●移動式クレーン

建設機械の種類 提出を要する検査証等

道路運送車両法に基づく「自動車検査証」（所有者や有効期間等が
確認できない場合は「自動車検査証記録事項」を含む）

労働安全衛生法に基づく「製造時等検査証」又は「移動式クレーン
検査証」

●ショベル系掘削機
●ブルドーザー
●トラクターショベル
●モーターグレーダー

●不整地運搬車
●高所作業車
●締固め用機械
●解体用機械

労働安全衛生法に基づく「特定自主検査記録表」［注６］
ただし、審査基準日以前１年以内（不整地運搬車においては２年
以内）に実施されたものに限る

●ダンプ車 ●アスファルト・フィニッシャ

11

注４：

注５：

②

他の機能を備えている場合、当該機能が建設機械抵当法施行令別表に掲げる他の機械に区分される能力・条件等に該当しないこと注２：

自動車検査証の「備考」欄に「積載物は、土砂等以外のものとする」等の記載があり、土砂等の運搬が制限されている車両は不可
「備考」欄に表示番号として「建」の記載があることを要しない

注３：

①

審査基準日から１年７ヶ月以上の期間にわたって、自社所有又はリース契約により申請者のみが専ら使用できる権利を有してい
ること

③

② 審査基準日において、法定検査を受け正常に稼働できる状態にあること

①

No. 建設機械の種類 種別・規格・仕様要件等

Ⅲ．申請書等の作成方法について　

２）

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ショベル系掘削機
ショベル、バックホウ、ドラグライン、クラムシェル、泥上掘削機、クレーン（キャブバック型を除
く）又はパイルドライバーのアタッチメントを有するもの［注１］

ブルドーザー 自重が３トン以上のもの［注２］

トラクターショベル バケット容量が０．４立方メートル以上のもの

モーターグレーダー 自重が５トン以上のもの

ダンプ車
自動車検査証（道路運送車両法第６０条第１項）の「車体の形状」欄に「ダンプ」、「ダンプフルト
レーラ」又は「ダンプセミトレーラ」と記載されており、土砂等の運搬に供されるもの［注３］

アスファルト・フィニッシャ
自動車検査証の「車体の形状」欄に「アスファルト・フィニッシャ」と記載されている大型特殊自動
車

移動式クレーン 労働安全衛生法施行令第１２条第１項第４号に掲げるつり上げ荷重が３トン以上のもの

不整地運搬車

ドラグライン、クラムシェル及び泥上掘削機について、掘削用原動機を有する場合は２２キロワット未満であり他の掘削系アタッチ
メントに交換可能なものであること
パイルドライバーについて、ハンマー、起振機又はくい抜き装置の重量が０．５トン未満であり他の掘削系アタッチメントに交換可
能なものであること
クレーンについて、ジブクレーン、タワークレーン、デリッククレーン、ケーブルクレーン、ウインチ又はエレベータは不可

注１：

労働安全衛生法施行令第１３条第３項第３３号に掲げるもの

高所作業車 労働安全衛生法施行令第１３条第３項第３４号に掲げる作業床の高さが２メートル以上のもの

締固め用機械
労働安全衛生法施行令別表第７第４号に掲げるローラーであり、ロードローラー（ハンドガイドロー
ラーを含む）、タイヤローラー、振動ローラー等の自走能力を有するもの［注４］

解体用機械
労働安全衛生法施行令別表第７第６号に掲げるブレーカ、同法施行規則第１５１条の１７５に定める
鉄骨切断機、コンクリート圧砕機又は解体用つかみ機［注５］



③

ⅰ）自社所有

建設機械の型式、引渡し日、買主（譲受人）及び売主（譲渡人）の名義、売買（譲渡）金額が明記された契約書の写し

共有名義のものは不可

当該建設機械のカタログ資料又は現物写真

ⅱ）所有権留保付き割賦購入（購入金額全額の支払の完了をもって、所有権が申請者に移転するもの）

建設機械の型式、引渡し日、買主及び売主の名義、購入金額、支払期間が明記された契約書の写し

共有名義のものは不可

当該建設機械のカタログ資料又は現物写真（上記ⅰに同じ）

ⅲ）リース契約

所有者自らが当該建設機械を使用することのないリース会社又はレンタル会社との契約であること

請け負った工事においてのみ使用する等、使用目的や場所等に制限があるものではないこと

リース期間が「審査基準日から１年７ヶ月後の日まで」の対象期間の全期間を含むものとなっていること

共有名義でないこと

当該建設機械のカタログ資料又は現物写真（上記ⅰに同じ）

□評価を受けようとする建設機械につき、もれなく「建設機械の保有状況一覧表」（様式Ｄ）に記載して提出してください。

→ 対象期間中に契約期間が満了する場合は、契約更新又は購入により対象期間において空白期間なく当該建設機
械を使用する旨を誓約する場合のみ可となるため、「建設機械の使用に関する誓約書」（様式Ｅ）を提出

・
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ｄ：

・

※

・

・

ｃ：

ｂ：

下記ａ～ｄを全て満たす、建設機械の型式、引渡し日、借主及び貸主の名義、リース金額、リース期間が明記された契約
書の写し

・

ａ：

同業他社等、所有者自らが当該建設機械を使用する可能性がある相手方との賃貸借契約等については、有償、
無償を問わず不可

→

Ⅲ．申請書等の作成方法について　

建設機械の全体像及び型式が確認できるもの→

→

※

対象期間において、申請者のみが専ら使用できる状況にあることが確認できる書類を提出してください。

・

契約書がない場合は、譲渡証明、販売証明、請書、保険証券、償却資産（固定資産）申告書種類別明細書等、申請者
が所有している事実及びその事実発生日が確認できる書類を提出
譲渡証明、販売証明及び請書については、「建設機械の名称、製造者名、型式、製造番号及び取得日」「販売元又は
譲渡人の商号又は名称、所在地、電話番号及び代表者氏名」「販売先又は譲受人の商号又は名称」「当該書類の作成
日」が確認できるもの

審査基準日：　　令和８年３月３１日 申請者 近畿地整建設（株）

　［自社所有］取得年月日
　［割賦購入］引渡年月日及び最終支払年月
　［リース］契約期間の始期及び終期

ショベル系掘削機・ブルドーザー・トラクターショベル・モーターグレーダー 自社所有 年　　月　　日取得
・ダンプ車・アスファルトフィニッシャ・移動式クレーン 割賦購入 令和６年１２月４日引渡、最終支払令和８年１２月

・不整地運搬車・高所作業車・締固め用機械・解体用機械 リース 　　年　　月　　日　～　　　年　　月　　日
ショベル系掘削機・ブルドーザー・トラクターショベル・モーターグレーダー 自社所有 令和７年５月１５日取得

・ダンプ車・アスファルトフィニッシャ・移動式クレーン 割賦購入 　年　月　日引渡、最終支払　　年　　月
・不整地運搬車・高所作業車・締固め用機械・解体用機械 リース 　　年　　月　　日　～　　　年　　月　　日

ショベル系掘削機・ブルドーザー・トラクターショベル・モーターグレーダー 自社所有 年　　月　　日取得
・ダンプ車・アスファルトフィニッシャ・移動式クレーン 割賦購入 　年　月　日引渡、最終支払　　年　　月

・不整地運搬車・高所作業車・締固め用機械・解体用機械 リース 令和７年８月９日　～　令和９年８月８日

１． 項番６２「建設機械の所有及びリース台数」欄に記入した台数分の評価対象建設機械をもれなく記載すること。

２． 「建設機械の種類」欄について、該当するものを丸で囲むこと（該当する建設機械の種類のみを記載する方法でも可）。

３． 「種別又は規格」欄について、「建設機械の種類」欄にて選択した建設機械に応じて下記の事項を記載すること。

① ショベル系掘削機においては、有するアタッチメントの種類（ショベル、バックホウ、ドラグライン、クラムシェル、泥上掘削機、クレーン（キャブバック型を除く）又はパイルドライバー）を記載すること。

② ブルドーザーにおいては、自重（単位：トン）を記載すること。

③ トラクターショベルにおいては、バケット容量（単位：立方メートル）を記載すること。

④ モーターグレーダーにおいては、自重（単位：トン）を記載すること。

⑤ ダンプ車においては、その種別（ダンプ、ダンプフルトレーラ又はダンプセミトレーラ）を記載すること。

⑥ 移動式クレーンにおいては、つり上げ荷重（単位：トン）を記載すること。

⑦ 高所作業車においては、作業床の高さ（単位：メートル）を記載すること。

⑧ 締固め用機械においては、その種別（ロードローラー（ハンドガイドローラーを含む）、タイヤローラー、振動ローラー、その他自走能力を有することが明確なもの）を記載すること。

⑨ 解体用機械においては、その種別（ブレーカ、鉄骨切断機、コンクリート圧砕機又は解体用つかみ機）を記載すること。

５． 「備考」欄について、ダンプ車又はアスファルト・フィニッシャにおいては自動車検査証に記載された「自動車登録番号又は車両番号」を記載すること。

建設機械の保有状況一覧表

3 □建設機械 ＹＹ-００１ 987654 １６トン

2 ☆☆自動車 ＸＸＸ-ＡＢ ＷＷＷ-ＳＡＭＰＬＥ ダンプ 和泉XXX●XXXX

使用区分 備考

1 △製作所 ＺＺ-９９ＸＸＸ 12345 バックホウ

【記載要領】

４． 「使用区分」欄について、該当するものを丸で囲み、その右欄につき「自社所有」の場合は取得年月日を、「割賦購入」（購入金額全額の支払の完了をもって、所有権が申請者に移転するもの）の場合は引
渡年月日及び最終支払年月を、「リース」の場合は契約期間の始期及び終期をそれぞれ記載すること。

【記載例】

No. 建設機械の種類 メーカー名 型式 製造・車体番号 種別又は規格



ＣＰＤ単位取得数について　（項番４６関係）

＜換算値計算式＞　技術者ごとに算出、小数点以下の端数切り捨て

＜ＣＰＤ認定団体＞　団体ごとに定められた値

例）「技術職員名簿」に記載した技術職員Ａが、「一般社団法人全国土木施工管理技士会連合会」から「２６単位」の認定を受けた場合

２６（単位） ÷ ２０ × ３０ ＝ ３９ →上限値３０を上回るため、「３０」を換算値として「技術職員名簿」に記載

＜所定の要件＞　下記ａ及びｂを全て満たすこと

考え方についてはＰ１５（■ 技術職員名簿に関する注意事項①～③）参照

ａ：
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□「ＣＰＤ単位を取得した技術者名簿」の留意事項

ｂ：

「技術職員名簿」に記載しない者のうち、建設業許可を有する業種に係る監理技術者資格、主任技術者資格又は技術検
定（１級又は２級）の「技士補」資格（第一次検定合格）を有する者

審査基準日において雇用期間を限定することなく常時雇用され、かつ審査基準日において６ヶ月を超える恒常的な雇用
関係にあること

→

① 項番４６「ＣＰＤ単位取得数」欄には、「技術者ごとに下記計算式にて算出した換算値（上限３０）」の合計数を記載してく
ださい。（対象となる「技術者」については下記②参照）

なお、１名の技術者が複数のＣＰＤ認定団体から単位の修得の認定を受けている場合は、いずれか１団体の単位のみが評価対象
となります。

「技術職員名簿」に記載した技術職員に限らず、所定の要件を満たして「ＣＰＤ単位を取得した技術者名簿」（様式第４号）
に記載した技術者が取得したＣＰＤ単位（換算値）も含めることができます。

②

Ⅲ．申請書等の作成方法について　

３）

÷
審査基準日以前１年間に下記ＣＰＤ認定

団体が修得を認定した単位数
下記ＣＰＤ認定団体ごとに定められた値 × 30

様式第４号
（用紙Ａ４）

　　　年　　　月　　　日

通番 氏名 生年月日 CPD単位

　　

ＣＰＤ単位を取得した技術者名簿
（技術職員名簿に記載のある者を除く）

上記技術者が取得したＣＰＤ単位の合計（①）
技術職員名簿に記載のある技術職員が取得したＣＰＤ単位合計（②）
ＣＰＤ単位総計（①＋②）

　

　　

　　

　

　　

【留意事項２】
確認書類として、下記の書類の提出が必要です。
（詳細についてはＰ３５参照）

・上記①に係るＣＰＤ認定団体の証明書類
・上記②＜所定の要件＞のａを満たすことを証明する書類
・上記②＜所定の要件＞のｂを満たすことを明らかにする書類

【留意事項１】
記載対象者は上記②＜所定の要件＞を満たす者
・「技術職員名簿」に記載した者は対象外

→審査対象建設業（申請業種）においては、技術検定（１級又は
２級）の「技士補」資格（第一次検定合格）者のみ記載可

→申請業種においては上記②＜所定の要件＞のａに該当する資格
を有していない職員について、建設業許可を有する「申請業種
以外の業種」に係る該当資格を有している場合も記載可

換算値（上限３０）を記載

右記【留意事項】の記載対象者の
うち、審査基準日以前１年間に上
記①のＣＰＤ認定団体から認定を
受けた単位を有する者のみ記載

ＣＰＤ認定団体 値 ＣＰＤ認定団体 値
公益社団法人空気調和・衛生工学会 ５０ 公益社団法人日本建築士会連合会 １２
一般財団法人建設業振興基金 １２ 公益社団法人日本造園学会 ５０
一般社団法人建設コンサルタンツ協会 ５０ 公益社団法人日本都市計画学会 ５０
一般社団法人交通工学研究会 ５０ 公益社団法人農業農村工学会 ５０
公益社団法人地盤工学会 ５０ 一般社団法人日本建築士事務所協会連合会 １２
公益社団法人森林・自然環境技術教育研究センター ２０ 公益社団法人日本建築家協会 １２
公益社団法人全国上下水道コンサルタント協会 ５０ 一般社団法人日本建設業連合会 １２
一般社団法人全国測量設計業協会連合会 ２０ 一般社団法人日本建築学会 １２
一般社団法人全国土木施工管理技士会連合会 ２０ 一般社団法人建築設備技術者協会 １２
一般社団法人全日本建設技術協会 ２５ 一般社団法人電気設備学会 １２
土質・地質技術者生涯学習協議会 ５０ 一般社団法人日本設備設計事務所協会連合会 １２
公益社団法人土木学会 ５０ 公益財団法人建築技術教育普及センター １２
一般社団法人日本環境アセスメント協会 ５０ 一般社団法人日本建築構造技術者協会 １２
公益社団法人日本技術士会 ５０

項番４６「ＣＰＤ単位
取得数」欄に記載



技能レベル向上者数について　（項番４７関係）

認定能力評価基準（建設キャリアアップシステム：ＣＣＵＳ）のレベルが向上した技能者の状況を評価するものとなります。

＜所定の要件＞　下記ａ及びｂを全て満たすこと

ただし、主任技術者又は監理技術者等、当該工事の施工管理のみに従事した場合は対象外

考え方についてはＰ１５（■ 技術職員名簿に関する注意事項①～③）参照

項番４７の「技能者数」欄には、「技能者名簿」に記載した人数を記載してください。

□「技能者名簿」の留意事項

審査基準日以前３年間に申請者が請け負った建設工事に従事した者であって、当該工事において作成された「作業員名
簿」に記載がある者

ｂ： 審査基準日において雇用期間を限定することなく常時雇用され、かつ審査基準日において６ヶ月を超える恒常的な雇用
関係にあること

→
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Ⅲ．申請書等の作成方法について　

４）

① 項番４７の各欄には、所定の要件を満たして「技能者名簿」（様式第５号）に記載した技能者に係る各合計人数を記載してく
ださい。

ａ：

→

② 項番４７の「技能レベル向上者数」欄には、審査基準日以前３年間においてＣＣＵＳのレベルが１以上向上した（「レベル
２」以上となった）者の合計人数を記載してください。（新たに「レベル１」と判定された者は対象外）

・

③ 項番４７の「控除対象者数」欄には、審査基準日の３年前の日以前に既にＣＣＵＳのレベル４に到達していた者の合計人数を
記載してください。

様式第５号
（用紙Ａ４）

　　年　　月　　日

通番 氏名 生年月日 評価日
レベル

向上の有無
控除対象

合計 （人） （人） （人）

　

　　

　

　　

　

　　

　

　　 　

　　

技能者名簿

記載要領

　

　　

【留意事項２】
確認書類として、下記の書類の提出が必要です。
（詳細についてはＰ３５参照）

・上記①＜所定の要件＞のａを満たすことを明らかにする書類
・上記①＜所定の要件＞のｂを満たすことを明らかにする書類
・上記②又は③に係る「能力評価（レベル判定）結果通知書」

【留意事項１】
記載対象者は上記①＜所定の要件＞を満たす者

→「技術職員名簿」に記載した者であるか否かを問わず、要件を満
たす者は記載可

それぞれ該当する場合
に「○」を記載

　レベル向上者に該当

　控除対象者に該当

　上記のいずれにも該当しない

審査基準日の３年前の日以前に既にＣＣＵＳのレベル４に到達している

レベル４未到達者であり、評価対象期間内にＣＣＵＳレベルの向上がない

この期間内にＣＣＵＳレベルが１以上向上した者が「レベル向上者」に該当

審査基準日
（令和８年３月３１日）

評価対象期間の始期
（令和５年４月１日）

審査基準日の
３年前の日

（令和５年３月３１日）

レベル３認定 レベル４認定

レベル４認定

レベル２認定

項番４７「技能レベル
向上者数」欄に記載

項番４７「控除対象者
数」欄に記載

項番４７「技能者数」
欄に記載



建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために必要な措置の実施状況について　（項番５１関係）

評価対象となるのは下記①及び②を全て満たす場合に限られます。

＜該当要件＞　下記ａ～ｃの全てに該当する工事は、もれなく審査対象工事となります

下請として請け負った建設工事は対象外

ⅰ）日本国外において施工する工事

ⅱ）建設業法施行令第１条の２第１項に定める軽微な工事

ⅲ）防災協定に基づく請負契約又は発注者の指示により施工する災害応急対策工事

審査基準日において工事が完成しているか否かを問わない

＜該当要件＞　下記ａ及びｂの全てに該当すること

就業履歴データ登録標準ＡＰＩ連携認定システムをＣＣＵＳと連携させ、現場に就業履歴蓄積装置を設置すること

ａ及びｂに係る詳細については、一般財団法人建設業振興基金の公表資料にて確認してください。

評価の区分について

上記①及び②を全て満たす場合、審査対象工事の内容に応じて下記のとおり加点されます。

ア）

イ）

上記アに該当するケースは下記のとおりです。

民間、公共を問わず元請として請け負っている場合は、その全ての工事において実施していること

公共工事を元請として全く請け負っていない場合は、民間工事の全てにおいて実施していること

民間工事を元請として全く請け負っていない場合は、公共工事の全てにおいて実施していること

上記イに該当するケースは下記のとおりです。

民間、公共を問わず元請として請け負っている場合において、全ての公共工事のみ実施していること

（民間の審査対象工事において、一部未実施の工事がある場合）

□

評価を受けようとする場合は、「建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために必要な措置を実施した旨の誓約書及び情
報共有に関する同意書」（様式第６号）に必要事項を記載して提出してください。

□

なお、当該誓約書の記載内容を明らかにする確認書類の提出は不要ですが、誓約内容については一般財団法人建設業振興基金と
情報共有がなされますので、事実に基づいた対応を行ってください。

元請として請け負った審査対象工事につき１件でも措置未実施の場合（上記イにおける民間工事や、上記①の＜該当要件＞
のｂに掲げる対象外工事を除く）、元請として請け負った審査対象工事がない場合（元請工事がなく下請工事のみ請け負って
いる場合等）については評価の対象となりません。

※

・

・

・

○

・

審査対象工事のうち、全ての公共工事において実施 2 ５点

※令和８年７月１日以降に申請するものから適用（ア・イそれぞれ改正前から５点減）

○

措置の区分 項番５１の記載 加点

審査対象工事のうち、民間工事を含む全ての建設工事において実施 1 １０点

② 「建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために必要な措置」については下記のとおりです。

上記①に該当する全ての審査対象工事において、各工事の請負契約締結後、当該工事に従事する者が工事現場に入場す
るまでに建設キャリアアップシステム（ＣＣＵＳ）において現場契約情報を作成し登録していること

上記①に該当する全ての審査対象工事において、各工事に従事する者がＣＣＵＳへの直接入力によらない方法でＣＣＵ
Ｓ上に就業履歴を蓄積できる体制を整備し、当該工事の完成まで運用すること

ａ：

ｂ：

※

→

① 審査基準日以前１年以内において、元請として新たに請け負った審査対象工事があること
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ａ：

ｂ：

→

ｃ： 審査基準日以前１年以内において、変更契約を除く請負契約を締結した工事であること

上記①のうち審査対象となる全ての工事において、「建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために必要な措置」を実施
していること

→

Ⅲ．申請書等の作成方法について　

５）

②

以下ⅰ～ⅲのいずれかに該当する工事（「対象外工事」）でないこと

「審査基準日以前１年以内において元請として新たに請け負った審査対象工事」に該当する工事は下記のとおりです。①

元請として発注者から直接請け負った建設工事であること

→

○ 該当工事

○ 該当工事

× 非該当工事

× 非該当工事

審査基準日
（令和８年３月３１日）

評価対象期間の始期
（令和７年４月１日）

当初契約（元請工事） 完成

完成

当初契約（下請工事） 完成

当初契約（元請工事）

完成当初契約（元請工事） 変更契約



建設技能者を大切にする企業の自主宣言制度の宣言の有無について　（項番５２関係）
※令和８年７月１日以降に申請するものから適用（新設項目）

評価対象となるのは下記①及び②を全て満たす場合に限られます。

＜該当要件＞　下記ａ～ｃの全てに該当する宣言内容であること

宣言立場が発注者となっているものは不可

「宣言書」の有効期間は宣言日の翌月から２年経過後の最初の１２月末まで

「取組内容の取組開始日」の考え方は下記のとおりです。

審査基準日において取組開始日が到来していないため、「（取組開始日以降）取組を行う」旨を誓約

審査基準日において取組開始日が到来しているため、「（取組開始日以降）取組を行っている」旨を誓約

□「「建設技能者を大切にする企業の自主宣言制度」に関する誓約書」の留意事項

なお、誓約内容については一般財団法人建設業振興基金と情報共有がなされますので、事実に基づいた対応を行ってください。

評価を受けようとする場合は、「「建設技能者を大切にする企業の自主宣言制度」に関する誓約書」（様式第７号）に必要事
項を記載して提出してください。
あわせて、確認書類として「宣言書」を提出してください。

□

「宣言書」は自主宣言制度ＨＰの［宣言企業検索］ページ：［宣言内容］欄に掲載されている「建設技能者を大切
にする企業の自主宣言」（ＰＤＦ資料）を出力したもの

→

審査基準日以前に元請事業者又は下請事業者の立場で「建設技能者を大切にする企業の自主宣言制度」（以下、「自主宣言制
度」という）の宣言を行っており、かつ審査基準日において当該宣言の有効期間が切れていないこと

②

ⅰ） 「宣言書」に記載された取組開始日が審査基準日後である場合

→
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→

ⅱ） 「宣言書」に記載された取組開始日が審査基準日以前である場合

→

ｂ： 「宣言書」に記載された宣言立場が元請事業者又は下請事業者であること

→

ｃ： 審査基準日につき、「宣言書」の有効期間内にあること

① 「有効な自主宣言制度」に該当する要件は下記のとおりです。

ａ： 「宣言書」に記載された宣言日が審査基準日以前であること

Ⅲ．申請書等の作成方法について　

６）

①

② 自主宣言制度において宣言していることを証する書面（以下、「宣言書」という）に記載された取組内容につき、取組開始日
以降に行う又は同日以降に行っていること

様式第７号
（用紙Ａ４）

近畿地方整備局長 殿

住所
商号又は氏名
代表者氏名

申請区分 （A．取り組みを行う、B．取り組みを行っている）

　「建設技能者を大切にする企業の自主宣言制度」において、令和　　年　　月　　日
付で宣言した取り組みについて、取組開始日以降（行う/行っている）ことを誓約しま
す。
　また、建設業法第２７条の２６第１項に定める国土交通大臣又は都道府県知事及び一
般財団法人建設業振興基金との間において、上記の内容を確認する目的での情報共有を
行うこと及び上記の内容を確認する目的の調査に協力することに同意します。

　　年　　月　　日 

「建設技能者を大切にする企業の自主宣言制度」に関する誓約書

項　　　目

審査基準日

取組開始日

日　　　付

年　　　月　　　日

年　　　月　　　日

・上記②ⅰ）に該当する場合
→「行う」と記載（「行っている」の文言を削除）

・上記②ⅱ）に該当する場合
→「行っている」と記載（「行う」の文言を削除）

「宣言書」に記載された宣言日を記載

・上記②ⅰ）に該当する場合 →「Ａ」と記載
・上記②ⅱ）に該当する場合 →「Ｂ」と記載

「宣言書」に記載された取組開始日を記載



許可番号 申請者名

必ずＰ２９～Ｐ４０に記載の要領を確認の上、確認書類の作成等を行ってください。

確認書類は返却いたしませんので、原本の提出が必要な書類以外は必ず写し（コピー等）を提出してください。　

確認書類については、「結果通知書」の交付日の翌日から１ヶ月を経過した日以後に「溶解処理」にて処分いたします。

番号

1

2

3

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

18

20

21

17

項番５９・６０関係
□①「建設業経理士等名簿」（様式Ｃ）　　　　□②義務的研修を受講済みであることを明らかにする書類の写し
□③当該職員の常勤性を明らかにする書類の写し
□④１級又は２級の登録経理試験の合格証又は登録経理講習の修了証の写し

～

Ｐ３９

項番６３関係
□エコアクション２１の認証・登録証の写し

Ｐ４０

19

項番６２関係　　①②は必ず提出、③～⑥は該当する場合のみ提出
□①「建設機械の保有状況一覧表」（様式Ｄ）　　　　□②建設機械に応じた検査証等の写し
□③自社所有の建設機械であることを明らかにする書類の写し　　　　□④当該建設機械のカタログ資料又は現物写真
□⑤契約書の写し　　　　□⑥「建設機械の使用に関する誓約書」（様式Ｅ）

Ｐ３９

～

Ｐ４０

5

技術職員等の資格関係
□①検定又は試験の合格証、その他当該職員が有する資格を証明する書類等の写し
□②監理技術者資格者証の写し及び監理技術者講習を受講したことを明らかにする書類の写し
□③「１級監理受講者名簿」（様式Ｂ）

Ｐ３３
Ｐ３４

4

技術職員等の常勤性・雇用期間関係　　①③は必ず提出、②及び④～⑩は該当する場合のみ提出
□①健康保険及び厚生年金保険に係る標準報酬決定通知書の写し又は被保険者縦覧照会回答票
□②住民税特別徴収税額通知書の写し　　　　□③労働基準監督署長の印のある就業規則又は労働協約の写し
□④雇用開始日（健康保険等の資格取得日）を明らかにする書類
□⑤「継続雇用制度の適用を受けている技術職員名簿」（様式第３号）　　　　□⑥個別の労働契約書等の写し又は雇用証明書
□⑦常勤の役員であることを明らかにする書類の写し　　　　□⑧出向者であることを明らかにする書類
□⑨他の行政庁にて受審した前回経審に係る「技術職員名簿」の写し　　　　□⑩技術職員名簿データ（様式Ａ）

Ｐ３２

～

項番１７・１８関係
□①減価償却費として計上した金額を明らかにする書類の写し（法人税確定申告書別表十六（一）及び（二）他）
□②貸借対照表及び損益計算書の写し（法人においては施行規則様式第１５号・第１６号）
□③「資本性借入金」該当証明書の写し

Ｐ３０

Ｐ３０

項番４１関係
□建設業退職金共済事業加入・履行証明書（経営事項審査用）の写し

Ｐ３４

Ｐ３５

項番５５関係
□①国、特殊法人等又は地方公共団体との防災協定書の写し
□②所属団体と国等との防災協定等に係る書類の写し及び当該防災協定等の対象者であることを明らかにする書類

項番５２関係
□①「「建設技能者を大切にする企業の自主宣言制度」に関する誓約書」（様式第７号）
□②建設技能者を大切にする企業の自主宣言の写し

Ｐ３６

項番５４関係
□再生又は更生手続の開始又は終結がなされたことを明らかにする書類の写し

Ｐ３６

Ｐ３６

※提出する確認書類の□にチェックマークを付してください。

※チェックリスト及び確認書類については、Ｐ５の３「【２】綴じ方」に記載のとおり整理の上、提出してください。

確認書類

Ｐ２９

Ｐ２９

項番５８関係
□①有価証券報告書又は監査証明書の写し　　　　□②会計参与報告書の写し
□③「経理処理の適正を確認した旨の書類」（様式第２号）

Ｐ３７

項番４２関係
□退職一時金制度又は企業年金制度を導入していることを明らかにする書類の写し

Ｐ３４

項番４３関係
□法定外労働災害補償制度に加入していることを明らかにする書類の写し

Ｐ３４
P３５

項番４８～５０関係
□①基準適合（一般）事業主認定通知書の写し
□②審査基準日において認定の効力を有することを明らかにする書類の写し

Ｐ３６

項番４６関係
□①ＣＰＤ認定団体によるＣＰＤ単位取得数を証明する書類の写し
□②「ＣＰＤ単位を取得した技術者名簿」（様式第４号）
□③当該職員が有する資格を証明する書類等の写し　　　　□④当該職員の常勤性・雇用期間等を明らかにする書類の写し

Ｐ３５

項番４７関係
□①「技能者名簿」（様式第５号）　　　　□②ＣＣＵＳの能力評価（レベル判定）結果通知書の写し
□③審査基準日において稼働している工事に係る作業員名簿の写し
□④当該職員の常勤性・雇用期間等を明らかにする書類の写し
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Ｐ３８

項番６１関係
□注記表（施行規則様式第１７号の２）の写し又は有価証券報告書の写し

Ｐ３９

項番６４・６５関係　　②は該当する場合のみ提出
□①ＩＳＯ９００１又はＩＳＯ１４００１の登録証及び付属書等の写し
□②「ＩＳＯ規格の登録に関する誓約書」（様式Ｆ）

Ｐ４０

近畿地方整備局受審用

□消費税確定申告書［控］・添付書類［付表２他］・消費税納税証明書［その１］の写し

「工事経歴書」関係
□工事請負契約書の写し又は注文書及び請書の写し

　R8.7.1改訂版

経営規模等評価申請・総合評定値請求に係るチェックリスト
要領

Ｐ３７

項番５１関係
□「建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために必要な措置を実施した旨の誓約書及び情報共有に関する同意書」
　　（様式第６号）



「経営規模等評価申請・総合評定値請求に係るチェックリスト」に記載の確認書類について

【チェックリスト番号１】

□消費税確定申告書［控］・添付書類［付表２他］・消費税納税証明書［その１］の写し

審査基準日を含む審査対象事業年度に係る納税関係書類を提出してください。（税務署の受付印は不要）

電子申告の場合は、電子にて納税した事実が確認できる資料をあわせて提出してください。

修正申告を行った場合は、修正申告に係る書類もあわせて提出してください。

経営事項審査においては、法人税の納税証明書類の提出は不要です。

【チェックリスト番号２】

前期決算日に係る経営事項審査を他の許可行政庁にて受審している場合は、当期分のみの提出で可

下記書類については、これに応じて前期分（及び前々期分）の提出も必要です。

□工事請負契約書の写し又は注文書及び請書の写し

「工事経歴書」に記載した件数が３件未満の場合は、全ての記載工事につき提出してください。

外国語にて作成された契約書類については、請負代金額が確認できるよう記載部分をマーカー等にて明示してください。

外国通貨で記載されている場合は、日本円換算額の根拠資料をあわせて提出してください。

注文書・請書による場合は、当初契約及び全変更契約につき「注文書及び請書」の双方を提出してください。

注文書又は請書のいずれか一方のみの提出は不可（必ずセットで提出すること）

全ての「注文書及び請書」が揃わない場合の提出資料について

例外措置として、不足書類に代えて以下の書類を提出してください。

注文書に不備不足がある場合は、入金の事実が確認できる書類（振込口座の通帳の写し等）

請書に不備不足がある場合は、請求書及び入金の事実が確認できる書類

「工事経歴書」について、許可行政庁を問わず初めて経営事項審査を受審する場合や前回受審時から決算期を数期飛ば
して受審する場合においては、「工事種類別完成工事高」の（項番３１に記載する）対象期間に応じて前期分（及び前々
期分）の提出も必要です。

→

※

→

Ⅲ．申請書等の作成方法について　
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なお、いずれの項目においても、提出された確認書類にて事実関係が確認できない場合、追加資料の提出を求めることがあ
ります。

→

ⅰ

審査対象建設業（申請業種）ごとに、「工事経歴書」に記載した工事のうち元請・下請の区別なく請負代金額（「工
事進行基準」を適用する工事においては「対象事業年度における計上額」）の大きい順の上位３件分を提出してくだ
さい（「工事経歴書の記載順の上から３件分」ではありません）。

ⅰ

→

ⅳ

→

契約書類については、「工事名称」「施工場所」「請負代金額」「工期」「契約締結日」「発注者名及び受注者名」が
記載された部分を提出してください。

ⅱ

当初契約後、請負代金や工期等に係る変更契約を締結している場合は、当初・変更契約に係る全ての契約書類を提出し
てください。

ⅲ

変更契約を複数回行っている場合や請負代金額（税抜額）が確認しづらい場合等においては、「工事経歴書」に記
載した内容と突合確認できるよう、補助資料をあわせて提出してください。

「経営規模等評価申請・総合評定値請求に係るチェックリスト」（以下、「チェックリスト」という）に記載の確認書類につ
いては、それぞれ下記を参照の上、作成等を行ってください。

ⅳ

ⅲ

※

→

・

共同企業体（ＪＶ）の構成員として請け負った工事においては、申請者が請け負った金額の確認のためＪＶの協定書等
をあわせて提出してください。

ⅱ

前期決算日を審査基準日とする経営事項審査を許可行政庁を問わず受審していない場合は、項番１８における審
査対象事業年度及び前審査対象事業年度の対象となる前期分（及び前々期分）もあわせて提出が必要です。

→ 契約書類上の工期が「工事経歴書」に記載された工期と一致しない場合は、「工事経歴書」に記載された工期に
て工事が完成した事実を明らかにする資料をあわせて提出してください。

ⅵ

ⅴ 請け負った工事が適正な業種の「工事経歴書」に記載されていることの確認のため、施工内容が確認できる資料の提出
を求めることがあります。

なお、「注文書及び請書」に不備不足がある場合は建設業法の定めに抵触することから、後日同法に基づく調査等を
行う場合があります。

→

ⅶ

・

→



【チェックリスト番号３】

□①減価償却費として計上した金額を明らかにする書類の写し（法人税確定申告書別表十六（一）及び（二）他）

□②貸借対照表及び損益計算書の写し（法人においては施行規則様式第１５号・第１６号）

＜以下、①②の提出が必要な場合の留意事項＞

②について、経営状況分析（Ｙ）の申請に際して登録経営状況分析機関に提出した書類と同一のものを提出してください。

□③「資本性借入金」該当証明書の写し

【チェックリスト番号４】

［技術職員等の常勤性の証明関係］

□①健康保険及び厚生年金保険に係る標準報酬決定通知書の写し又は被保険者縦覧照会回答票

「技術職員名簿」以外の下記名簿に記載された者についても提出が必要です。（下記②以降の書類も同様）

「ＣＰＤ単位を取得した技術者名簿」（様式第４号）

「技能者名簿」（様式第５号）

「建設業経理士等名簿」（様式Ｃ）

＜以下、①の提出時の留意事項＞

□②住民税特別徴収税額通知書の写し（該当者のみ）
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・

ⅳ 上記の各名簿に記載しない者の情報（氏名等）については、黒く塗りつぶす等マスキング処理を行ってください。

※ 常勤性（審査基準日において常時雇用されていること）の証明として、「技術職員名簿」に記載された技術職員全員
につき提出が必要です。

→

役員以外の者について、各都道府県の最低賃金を下回っている等の状況により常勤性が認められないと判断される
場合は、名簿に記載できないことがあります。

→ 「標準賞与額」の決定通知書では常勤性が確認できないため不可

各名簿との突合確認のため、上記書類の各職員情報の余白部分に「各名簿の頁数及び通番等」を付記してください。

ⅲ

ⅱ 協会けんぽに加入せず、他の健康保険組合等に加入している場合は、健康保険又は厚生年金保険のいずれか一方の「標
準報酬決定通知書」の提出のみで可とします。

健康保険組合等が技術職員等の加入状況につき証明した証明書の提出でも可とします。

ⅰ 審査基準日の直前の９月から適用される「定時決定」に係る「標準報酬決定通知書」を提出してください。

→ 「技術職員名簿」に記載可能な職員の考え方については、Ｐ１５（■ 技術職員名簿に関する注意事項①～③）を
参照してください。

「定時決定」の対象とならなかった者（「随時改定」がなされた者、新たに雇用された者）については、これに代
えてそれぞれ審査基準日の直前の「随時改定又は資格取得時における標準報酬通知書」を提出してください。

→

→

・

※ 審査基準日に係る決算期間及びその前期決算期間がいずれも１２ヶ月であり、かつ（連結決算を適用せずに）単独決算
を適用し、「経営状況分析結果通知書」に「参考値」が明示されている場合においては、①②の提出は不要です。

ⅰ

※ 後期高齢者医療制度の適用者（原則７５歳以上）、社会保険の適用除外者（従業員５人未満の個人事業主に雇用される
者）等の事由により①の対象とならない者については、これに代えて②の提出が必要です。

７５歳以上の者や常勤の役員等、厚生年金保険の加入対象外の者については、これに代えて下記②又は⑦のうち
該当する書類を提出してください。

※ 項番１７において自己資本額に「資本性借入金」を加算する場合に提出が必要です。

→ 経営状況分析機関に提出した該当証明書の写しを提出してください。

ⅵ

・

ⅴ

→

→ 「技術職員名簿」の場合は「２－１５」（頁－通番）、「建設業経理士等名簿」の場合は「経－４」等

Ⅲ．申請書等の作成方法について　

①について、減価償却実施額が確認できるよう法人税確定申告書別表十六の各帳票の金額部分をマーカー等にて明示し
てください。

ⅱ

「経営状況分析結果通知書」に「参考値」が明示されている場合でも、当期又は前期の決算期間が１２ヶ月でない
場合等、上記に該当しない場合は提出が必要です。

→

→ 常勤の役員については、②に代えて下記⑦の提出でも可

→ ただし、個人ごとに少なくとも「氏名」「生年月日」「適用年月」「標準報酬月額」が記載され、審査基準日以降
に発行された証明書に限ります。

各名簿に記載する者については、「被保険者（整理）番号」のみマスキング処理を行い、「生年月日」「適用年月」
「標準報酬月額」等は必ず明示してください。



次回受審時までに特別徴収に切り替える旨の誓約書（任意様式）

所得税源泉徴収簿の写し（本人宛に交付する「源泉徴収票」は不可）

□③労働基準監督署長の印のある就業規則又は労働協約の写し

定年制度の内容（定年年齢等）の確認のため提出が必要です。

［技術職員等の雇用期間の証明関係］

□④雇用開始日（健康保険等の資格取得日）を明らかにする書類（該当者のみ）

雇用保険被保険者資格取得等確認通知書の写し

健康保険や厚生年金保険の資格取得時における標準報酬決定通知書の写し又は加入状況等証明書

「雇用証明書」（所定様式、事業主の押印要）

なお、審査基準日を令和７年１２月２日以降とする申請においては、「健康保険証」の写しは不可

［定年以降の技術職員等の常勤性等の証明関係］

□⑤「継続雇用制度の適用を受けている技術職員名簿」（様式第３号）（該当者がいる場合のみ）

□⑥個別の労働契約書等の写し又は雇用証明書（該当者がいる場合のみ）

就業規則等の定めのない場合における６０歳以上の者

労働契約書や雇用条件通知書等については、事業主及び職員両者の署名や押印がなされたものを提出してください。

「雇用証明書」は所定様式を用いて作成し、事業主の押印がなされたものを提出してください。

ⅹ 提出に際しては、①ⅳ～ⅵに準じた処理を行ってください。

※

「労働基準監督署長の印のある頁」「定年制度が記載された頁」の抜粋でも可としますが、前回受審後に改定が生
じた場合は、「改定日及び改定内容を示した新旧対照表」もあわせて提出してください。

→ 「建設業経理士等名簿」にのみ記載された者については、前回受審時の記載の有無にかかわらず提出不要です。

「技術職員名簿」及び①の※欄に示した各名簿に記載する者の「氏名」「生年月日」「雇用開始日（資格取得日）」
「事業主名」が確認できる下記ア～エのいずれかの書類を提出してください。（①にて雇用開始日（資格取得日）が確
認できる場合は提出不要）

ⅸ

健康保険資格確認書の写し及び健康保険組合等が発行した「事業主（事業所）に付番された番号・記号」と
「事業主（事業所）名」が併記された書類の写し
（協会けんぽの「健康保険資格確認書」等、事業主名が記載されていないものは、当該書類のみでは雇用関
係にある事実が確認できないため、付番された番号・記号と事業主名を紐づける書類が必要です）

→

ア）

イ）

ウ）

エ）
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→ Ｐ１５（■ 技術職員名簿に関する注意事項①）を参照してください。

※ Ｐ１６（■ 技術職員名簿に関する注意事項④）に該当する職員がいる場合に提出が必要です。

定年以降の技術職員等のうち継続雇用制度の適用対象とならない者（６５歳を超えた者、定年に達する日後
に新たに雇用された者等）

※ 「技術職員名簿」及び①の※欄に示した各名簿に記載する者のうち下記ア又はイのいずれかに該当する者については、
勤務条件として定年内の正社員と同一の就業日数及び就業時間が定められ、かつ雇用期間の定めのない（無期）雇用
である旨が明記された書類の提出が必要です。

ⅺ

ⅻ

→ 事業主の押印のないものは不可

ア）

イ）

→ 定年を迎えて継続雇用に切り替える際、健康保険等の資格の切替（定年による資格喪失及び継続雇用に伴う資格取
得）が生じる場合は、「雇用期間に間断がない（空白期間がない）」ことの確認のため「再雇用（資格の再取
得）に係る書類」もあわせて提出してください。

前回近畿地方整備局にて受審し、その際に「技術職員名簿」「ＣＰＤ単位を取得した技術者名簿」「技能者名簿」に
記載し評価された者を除き提出が必要です。
また、前回受審後に定年等により再雇用された（資格の切替・再取得が生じた）者についても、雇用期間に間断がない
（空白期間がない）ことの確認のため「再雇用（資格の再取得）」に係る書類の提出が必要です。

※

ア）

イ）

Ⅲ．申請書等の作成方法について　

→ ただし、下記ア及びイの提出によりやむを得ない事由があると認められる場合は、今回限り可とします。

普通徴収の者は常時雇用にて申請者から給与収入を得ている事実が確認できないため不可ⅷ

ⅶ 住民税特別徴収税額通知書については、「特別徴収義務者用」（事業主宛の通知書）及び「納税義務者用」（年間給与
収入額が記載されている本人宛の通知書）を提出してください。



［常勤の役員の常勤性等の証明関係］

□⑦常勤の役員であることを明らかにする書類の写し（該当者がいる場合のみ）

就業規則等に定める「正社員の定年に達する日」以降の年齢である常勤の役員

就業規則等の定めのない場合における６０歳以上の常勤の役員

審査基準日の直前の法人税の確定申告における別表「役員給与等の内訳書」の写し

　

［出向者関係］

□⑧出向者であることを明らかにする書類（該当者がいる場合のみ）

①及び②～⑦のうち該当する書類

出向協定書等の写し又は出向証明書

　

［その他］

□⑨他の行政庁にて受審した前回経審に係る「技術職員名簿」の写し（許可換えの場合のみ）

□⑩技術職員名簿データ（技術職員が２００人以上の場合のみ）

＜以下、⑩の提出時の留意事項＞

xviii 「講習受講：１」の資格を記載し「監理技術者資格者証有効期限」欄及び「講習修了年月日」欄に各職員の内容を記載
する場合は、Ｐ３４（チェックリスト番号５関係）の③（「１級監理受講者名簿」）の提出は不要です。
また、Ｐ３４（チェックリスト番号５関係）の②について、前回受審時に⑩又は「１級監理受講者名簿」を提出してい
る場合は、※欄のただし書きのとおりいずれも審査基準日において有効期限切れとなっていないものにつき提出を省略
することができます。
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①～④及び⑥～⑨について、電子媒体（ＰＤＦ等）による提出も可とします。

→ ＣＤ－ＲＯＭにて提出してください。ただし、各要領に定めた処理（マスキング処理等）を行ったものを提出し
てください。

→ ①について、当該データの「標準報酬月額（千円）」欄に各職員の内容を記載する場合は①ⅵの処理（各職員情報
の余白部分への「技術職員名簿の頁数及び通番等」の付記）は不要です。

xvii

※ 技術職員が２００人以上となる場合は、審査の効率化のため「技術職員名簿データ」（様式Ａ、Excelデータ）をＣＤ
－ＲＯＭにて提出してください。

→ 任意様式にて作成したデータでも可としますが、様式Ａの「記載要領」の内容を踏まえたものとしてください。

※ 許可換えにより初めて近畿地方整備局にて受審する場合に、参考資料として提出してください。

→ なお、前回経審を近畿地方整備局にて受審していないことから、「技術職員名簿」に記載した全員分の④の提出
が必要です。

　→出向証明書は出向元にて作成し押印がなされたものを提出してください。

xv 前回経審において「出向者（在籍出向）」として「技術職員名簿」及び①の※欄に示した各名簿に記載していた職員に
ついて、今回経審の審査基準日までに出向先に転籍した（自社の常勤職員として雇用した又は常勤の役員に就任し
た）場合は、他の技術職員と同様の書類の他、「出向元での雇用等終了から出向先での雇用又は役員就任開始に間断が
ない（空白期間がない）」ことの確認のため「出向元における社会保険等の資格喪失届」の提出もあわせて必要となり
ます。

他社へ出向中の職員については「技術職員名簿」及び①の※欄に示した各名簿に記載することはできません。xvi

※ 「技術職員名簿」及び①の※欄に示した各名簿に記載する者のうち他社からの出向者については、Ｐ１５～１６（■
技術職員名簿に関する注意事項①～④）に該当することが確認できる下記ア及びイの提出が必要です。

→ 在籍出向の場合は、いずれも出向元が作成・証明する書類の提出が必要です。

xiv 執行役員等、登記がなされずxiiiのウ又はエのいずれにも記載がない者については、役員規定や取締役会議事録等、要件
を満たすことを確認できる書類を提出してください。

→ 監査役の地位にある者は「技術職員名簿」及び①の※欄に示した各名簿に記載することはできません。

ア）

イ）

　→「常勤」の記載のない者は不可

審査基準日以降に取得した商業登記の「履歴事項全部証明書」の写し及び建設業許可における申請や届出に
際して添付する「（別表一）役員等の一覧表」の写し

ウ）

エ）

Ⅲ．申請書等の作成方法について　

xiii 「技術職員名簿」及び①の※欄に示した各名簿に記載する常勤の役員につき、要件を満たすことを確認できる下記ウ又
はエのいずれかの書類を提出してください。

※ 「技術職員名簿」及び①の※欄に示した各名簿に記載する者のうち下記ア又はイのいずれかに該当する常勤の役員につ
いては、審査基準日において６ヶ月を超えて在籍していることが確認できる書類の提出が必要です。

ア）

イ）



【チェックリスト番号５】

［「講習受講：１」による加点（６点評価）の対象とならない資格］

□①検定又は試験の合格証、その他当該職員が有する資格を証明する書類等の写し

　

　　・コード003_法第１５条第２号ハ該当（国土交通大臣認定）

　　・コード005_監理技術者補佐：国土交通大臣認定により監理技術者資格を有する者

　　・コード064_基幹技能者

＜免許証明書＞

コード137_１級建築士、コード238_２級建築士、コード239_木造建築士

＜免状＞

＜資格者証＞

　

＜２９解体工事業における留意事項＞

「建設業の種類」欄のうち「解」の部分に「１」と記載された監理技術者資格者証の写し

「登録解体工事講習修了証」の写し

　

「申請の手引き【資料編】」資-３～６の「有資格区分コード表」の「必要実務経験年数」欄を参照してくださ
い。

ア）

イ）

技術検定又は技術士の合格後「解体工事に係る１年以上の実務経験」を有することにより主任技術者等の要件を
満たす場合は、その旨を合格証等の余白に記載してください。

ただし、ⅵのとおり「実務経験証明書」（施行規則様式第９号）の追加提出を求めることがあります。

「29解体工事業」は平成２８年６月１日に新設された業種であることから、平成２７年度までに技術検定（１級又は
２級の土木又は建築）や技術士に合格した者については、所定の要件を満たさなければ解体工事業にかかる主任技術
者等の資格を有しないため評価の対象となりません。

→

→

→

ⅶ

→ 平成２７年度以前の合格者につき「29解体工事業」の有資格者として「技術職員名簿」に記載する場合は、資格
を有することを明らかにする下記ア又はイのいずれかをあわせて提出してください。

ⅵ 所定の実務経験を有する資格において、「申請業種に係る実務経験を証明する書類」については申請時点では特に提出
を求めていません。

ただし、審査上において技術職員の年齢や指定学科の卒業年月日、各種検定等の合格日等を勘案し、所定の実務経
験を有している事実を確認する必要が生じた場合は申請業種ごとの「実務経験証明書」（施行規則様式第９号）
の追加提出を求めることがあります。

→

Ｐ１７（■ 技術職員名簿に関する注意事項⑥）を参照してください。→

資格によっては、「免状」等又は合格証等の交付後、審査基準日において申請業種に係る所定の実務経験を有してい
なければ「技術職員名簿」に記載することはできません。

ⅴ

コード155_第一種電気工事士、コード256_第二種電気工事士、コード258_電気主任技術者［第一～三
種］、コード265_給水装置工事主任技術者、コード168_甲種消防設備士、コード169_乙種消防設備士

コード259_電気通信主任技術者、コード235_工事担任者
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※ 下記に該当する場合を除き、審査基準日において資格を有する証明として合格証等の提出が必要です。

→

有効期限のある次の資格は、受審のつど合格証等の提出が必要です。

前回近畿地方整備局にて受審し、その際に「技術職員名簿」に記載し評価を受けた技術職員の資格区分コード
（有効期限のない資格に限る）について、前回経審時と同一コードを記載する場合

ⅰ

ⅲ １級技術検定、１級建築士及び技術士については、合格証等に代えて「監理技術者資格者証」の提出でも可とします。

→

→

ⅳ 下記の資格は「免状」等の交付を受けなければ主任技術者要件を満たさないため「免状」等を提出してください。

「合格証明書」（合格通知書）の提出では不可

Ⅲ．申請書等の作成方法について　

→ ただし、新規掲載者該当（Ｐ１６～１７（■ 技術職員名簿に関する注意事項⑤）参照）の判断等のため、合格証
等の追加提出を求めることがあります。

「指定学科卒業＋実務経験」（コード001及びコード099のうち専門学校卒）により評価を受ける場合は、「卒業証明
書」の提出が必要です。

なお、大学院（修士・博士）の修了や職業能力開発大学校の卒業は指定学科として認められません。

→ ただし、所定の履修条件（取得単位等）を満たなければ指定学科に該当しない学校・学科等の卒業者について
は、要件確認のため専攻コース等が記載された「成績証明書」等の追加提出を求めることがあります。

→

ⅱ 技術検定（●●施工管理技士・技士補）については、合格証明書を有しない場合は「合格通知書」の提出でも可です。



［「講習受講：１」による加点（６点評価）を受けようとする場合］

□②監理技術者資格者証の写し及び監理技術者講習を受講したことを明らかにする書類の写し

□③「１級監理受講者名簿」（様式Ｂ）（任意提出）

「監理技術者講習修了履歴ラベル（ラベルのみ又は監理技術者資格者証裏面に貼付したもの）」の写し

「監理技術者講習受講証明書」の写し

【チェックリスト番号６】

□建設業退職金共済事業加入・履行証明書（経営事項審査用）の写し

【チェックリスト番号７】

□退職一時金制度又は企業年金制度を導入していることを明らかにする書類の写し

（独法）勤労者退職金共済機構・中小企業退職金共済事業本部が発行する所定様式の加入証明書

退職一時金制度の定めのある労働基準監督署長の印のある就業規則又は労働協約の写し

　→「労働基準監督署長の印のある頁」「退職一時金制度に係る規定部分の全ての頁」の抜粋でも可

　　ただし、制度内容として退職一時金に該当すると認められないものは不可

厚生年金基金への加入を証明する書類

適格退職年金契約に係る書類

企業年金基金が発行する確定給付企業年金の導入を証明する書類又は資産管理運用機関との間の契約書

【チェックリスト番号８】

□法定外労働災害補償制度に加入していることを明らかにする書類の写し

（公財）建設業福祉共済団

（一社）全国建設業労災互助会

（一社）全国労働保険事務組合連合会

中小企業等協同組合法の認可を受け共済事業を行う者

労働災害総合保険等を取り扱う保険会社
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・

※

・

特定退職金共済団体（所得税法施行令第７３条第１項に規定する団体）が実施する退職金共済制度への加入
を証明する書類

ⅱ

・

・

企業年金制度の場合は、下記エ～キのいずれかを提出してください。

労働災害補償制度の加入証明書、労働災害総合保険又は準記名式の普通傷害保険の保険証券を提出してください。

審査基準日をその保険期間（補償期間）に含む、次の団体等が実施するⅰの要件を満たす補償制度に加入していること
を明らかにする書類の提出が必要です。

運営管理機関が発行する確定拠出年金の企業型年金の導入を証明する書類

ウ）

エ）

オ）

Ⅲ．申請書等の作成方法について　

ⅱ ③については、様式Ｂの「記載要領」の内容を踏まえて作成してください。

※ 所定の要件（Ｐ１７～１８（■ 技術職員名簿に関する注意事項⑦）参照）を満たし「６点評価」を受けようとする場
合、②の書類にはいずれも有効期限があることから、受審のつど提出が必要です。

→ ただし、②については、③を前回受審時に提出した上で今回も提出し、記載する資格に変更がない場合であって
審査基準日において有効期間切れとなっていないものについては提出を省略することができます。

②のうち「監理技術者講習を受講したことを明らかにする書類」については、下記ア又はイのいずれかを提出してくだ
さい。

ⅰ

ア）

イ）

※ 審査基準日において、建設業に従事する全ての従業員を対象としたいずれかの制度を導入済み（実施済み又は加入済
み）であることを明らかにする書類の提出が必要です。

ⅰ 退職一時金制度の場合は、下記ア～ウのいずれかを提出してください。

※ 審査基準日の属する決算期間における、（独法）勤労者退職金共済機構・建設業退職金共済事業本部（又は各支部）
が発行する所定様式（経営事項審査用）の証明書の提出が必要です。

→ 所定の様式による証明書以外の書類は認められません。

ⅲ ③については、Ｐ３２（チェックリスト番号４関係）の⑩を提出する場合であって、当該データに有資格者の「監理技
術者資格者証有効期限」及び「講習修了年月日」の内容を記載する場合は提出不要です。

ア）

イ）

・

→

カ）

キ）



【チェックリスト番号９】

［「技術職員名簿」に記載した職員の取得実績のみである場合］

□①ＣＰＤ認定団体によるＣＰＤ単位取得数を証明する書類の写し

［「技術職員名簿」に記載した職員以外の取得実績がある場合］

□②「ＣＰＤ単位を取得した技術者名簿」（様式第４号）

□③当該職員が有する資格を証明する書類等の写し

□④当該職員の常勤性・雇用期間等を明らかにする書類の写し

【チェックリスト番号１０】

［「技術職員名簿」に記載した職員の実績のみである場合］

□①「技能者名簿」（様式第５号）

□②ＣＣＵＳの能力評価（レベル判定）結果通知書の写し

□③審査基準日において稼働している工事に係る作業員名簿の写し

［「技術職員名簿」に記載した職員以外の実績がある場合］

□④当該職員の常勤性・雇用期間等を明らかにする書類の写し

Ⅲ．申請書等の作成方法について　

ⅰ 下記ア～エを全て満たす補償制度でなければ評価の対象になりません。
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④については、「技術職員名簿」に記載する技術職員に準じて、Ｐ３０～３２（チェックリスト番号４関係）に定める
書類（必須書類及び該当する書類）を提出してください。

ⅱ ②については、審査基準日の３年前の日以前に既にＣＣＵＳのレベル４に到達していた者（控除対象者）においては
「レベル４判定」に係る結果通知書を提出してください。

審査基準日以前３年間における所定の要件を満たした技能者のＣＣＵＳのレベル向上の事実を明らかにする書類の提
出が必要です。

※

→

ⅰ 審査基準日以前３年間において新たに「レベル１」の判定を受けた者は評価の対象となりません。

※ 所定の要件（Ｐ２４（ＣＰＤ単位取得数について②）参照）を満たし、②に記載する職員については、①とあわせて③
④の提出が必要です。

※

ウ） 直接の使用関係にある職員及び申請者が請け負った建設工事を施工する下請負人（数次の下請負人の全て）と
直接の使用関係にある職員全員を補償対象とすること

ア） 死亡及び労働者災害補償保険法における障害等級第１級から第７級に該当する災害を補償対象とすること

イ） 業務災害及び通勤（出退勤）災害を補償対象とすること

エ） 施工する全ての工事（共同企業体及び海外工事を除く）を補償対象とすること

※ Ｐ２５（技能者レベル向上者数について）の内容をあわせて確認してください。

※ Ｐ２４（ＣＰＤ単位取得数について）の内容をあわせて確認してください。

ⅰ 突合確認のため、①の各職員情報の余白部分に「各名簿の頁数及び通番等」を付記してください。

→ 「技術職員名簿」の場合は「２－１５」（頁－通番）、下記②の場合は「Ｃ－１」等

ⅱ 換算値（上限３０）を「技術職員名簿」の「ＣＰＤ単位取得数」欄に記載してください。

ⅲ ③については、Ｐ３３（チェックリスト番号５関係）を参照してください。

審査基準日以前１年間におけるＣＰＤ認定団体が発行するＣＰＤ単位取得の証明書等の提出が必要です。

所定の要件についてはＰ２５（技能者レベル向上者数について①）を参照してください。

ⅳ

ⅳ

→ 「レベル２」以上に向上した場合に評価対象となります。

※ 所定の要件を満たし、①に記載する職員については、①～③とあわせて④の提出が必要です。

④については、「技術職員名簿」に記載する技術職員に準じて、Ｐ３０～３２（チェックリスト番号４関係）に定める
書類（必須書類及び該当する書類）を提出してください。

ⅲ ②については、①を前回受審時に提出した上で今回も提出し、記載内容に変更がない技能者については提出を省略する
ことができます。



【チェックリスト番号１１】

□①基準適合（一般）事業主認定通知書の写し

□②審査基準日において認定の効力を有することを明らかにする書類の写し

【チェックリスト番号１２】

【チェックリスト番号１３】

□①「「建設技能者を大切にする企業の自主宣言制度」に関する誓約書」（様式第７号）

□②建設技能者を大切にする企業の自主宣言の写し

【チェックリスト番号１４】

□再生又は更生手続の開始又は終結がなされたことを明らかにする書類の写し

※ Ｐ２７（建設技能者を大切にする企業の自主宣言制度の宣言の有無について）の内容をあわせて確認してください。

→ 所定の要件についてはＰ２７（建設技能者を大切にする企業の自主宣言制度の宣言の有無について①）を参照して
ください。

・ ウにおいては、厚生労働省の「若者雇用促進総合サイト」の企業検索結果に掲載されている最新の「企業概
要（PRsheet）」

Ｐ２６（建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために必要な措置の実施状況について）の内容をあわせて確認して
ください。

※

「建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために必要な措置を実施した旨の誓約書及び情報共有に関する同意書」
（様式第６号）

□

アにおいては、厚生労働省のえるぼし関係ＨＰに掲載されている最新の「女性活躍推進法に基づく「えるぼ
し」認定企業（Excel形式の一覧表）」の申請者に係る部分を抜粋したもの

・

・ イにおいては、厚生労働省のくるみん関係ＨＰに掲載されている最新の「次世代育成支援対策推進法に基づ
く「くるみん」認定企業一覧（都道府県別のExcel形式の一覧表）」の申請者に係る部分を抜粋したもの

ⅰ ①については、審査基準日以前に交付された通知書を提出してください。

ア）女性活躍推進法に係る取組（「えるぼし」関係）

イ）次世代育成支援対策推進法に係る取組（「くるみん」関係）

ウ）若者雇用促進法に係る取組（「ユースエール」関係）

ⅱ ②については、それぞれ下記の書類を提出してください。

※ 審査基準日において、ワーク・ライフ・バランスに関する取組に係る認定がなされている（継続している）ことを明
らかにする書類の提出が必要です。

※ 審査基準日において、民事再生法又は会社更生法に係る手続開始又は終結がなされたことを明らかにする書類の提出
が必要です。

ⅰ ②については、自主宣言制度ＨＰの［宣言企業検索］ページ：［宣言内容］欄に掲載されている最新の「建設技能者を
大切にする企業の自主宣言（ＰＤＦ資料）」を提出してください。

→ 審査対象工事や所定の措置の要件についてはＰ２６（建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために必要な措
置の実施状況について①②）を参照してください。

→ 下記ア～ウのうち該当する取組につき、①②を提出してください。

Ⅲ．申請書等の作成方法について　
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※ 審査基準日において、元請事業者又は下請事業者の立場で有効な自主宣言を行っていることを明らかにする書類の提
出が必要です。

※ 審査基準日以前１年間における元請として新たに請け負った審査対象工事の全てにおいて所定の措置を実施した旨を
誓約する書類の提出が必要です。

→ 手続終結により再生（更生）期間が終了した場合、項番５３には左記終結（決定）日から審査基準日までの期間
（年数）を記載してください。
（これまでの営業年数は評価対象外（リセット）となります）



【チェックリスト番号１５】

［国、特殊法人等又は地方公共団体と直接防災協定を締結している場合］

□①国、特殊法人等又は地方公共団体との防災協定書の写し

［申請者が加入（所属）する団体が国、特殊法人等又は地方公共団体と防災協定等を締結している場合］

□②所属団体と国等との防災協定等に係る書類の写し及び当該防災協定等の対象者であることを明らかにする書類

所属団体が国、特殊法人等又は地方公共団体と締結した防災又は災害時の支援活動に係る協定書等

【チェックリスト番号１６】

［会計監査人を設置する会社である場合］　［項番５８の「１」該当］

□①有価証券報告書又は監査証明書の写し

［会計参与を設置する会社である場合］　［項番５８の「２」該当］

□②会計参与報告書の写し

［所定の資格を有する経理実務の責任者が適正な経理処理である旨を確認する場合］　［項番５８の「３」該当］

□③「経理処理の適正を確認した旨の書類」（様式第２号）

会計監査人による無限定適正意見又は限定付適正意見が付されたものを提出してください。

審査基準日の属する決算期間における、商業登記簿に登記された会計監査人が報告又は証明する書類の提出が必要で
す。

※

ⅰ 特殊法人等とは、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第１条各号に定める法人をいいます。

ⅳ イについては、申請者がアの協定書等に定める防災又は災害時の支援活動に従事する一員である旨を証明する内容で
あることが必要です。

単に団体に所属していることを証明するのみで、当該支援活動に従事する一員であることが確認できないものは
不可

→

※
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※ 審査基準日において有効な防災協定を締結していることを明らかにする書類の提出が必要です。

※ 審査基準日の属する決算期間における、商業登記簿に登記された会計参与が報告する書類の提出が必要です。

→ 「会計監査人名、決算期間及び意見が付された頁」の抜粋でも可とします。

→

→ 下記ア及びイを全て提出してください。

所定の資格とは、項番５９の計上対象となる資格のことであり、２級建設業経理士は該当しません。（項番５９
関係の詳細については、P３８～３９（チェックリスト番号１７関係）を参照）

→

ⅱ

→

ⅰ

単に所定の資格を有するのみで経理実務の責任者の立場にない者が作成した書類は評価の対象となりません。

ⅰ 様式第２号の別添資料「確認項目」の内容を十分確認した上で作成してください。

Ⅲ．申請書等の作成方法について　

経理実務の責任者の立場にある者が自筆署名を行った「原本」を提出してください。

ⅱ 防災協定書の全ての頁を提出してください。

当該団体が発行する、申請者が当該協定書等に定められた防災又は災害時の支援活動に従事する者であるこ
とを証明する書類

ⅲ アについては、協定書等の全ての頁を提出してください。

※ 審査基準日において、申請者が加入（所属）する団体が国等と防災協定等を締結していることを明らかにする書類の
提出が必要です。

ア）

イ）

防災又は災害時の支援活動に関する具体的な取組内容が確認できないものは評価対象となりません。

審査基準日の属する決算期間における、所定の資格を有する経理実務の責任者が自筆署名を行った書類の提出が必要
です。



【チェックリスト番号１７】

［公認会計士又は税理士の資格を有する者］

□①「建設業経理士等名簿」（様式Ｃ）

□②義務的研修を受講済みであることを明らかにする書類の写し

□③当該職員の常勤性を明らかにする書類の写し

６ヶ月を超える雇用関係を有しない者でも可

　→審査基準日において常時雇用である者であれば記載可能です。

高年齢者雇用安定法に基づく「継続雇用制度」の適用対象者は不可

　→当該制度を含め、雇用期間の定めのある（有期雇用の）職員は記載できません。

［１級又は２級の建設業経理士の資格を有する者］

□④１級又は２級の登録経理試験の合格証又は登録経理講習の修了証の写し

１級又は２級の登録経理試験に合格した日の翌年度の開始日（４月１日）から５年を経過していない

１級又は２級の登録経理講習を修了した日の翌年度の開始日（４月１日）から５年を経過していない

公認会計士、税理士又は１級建設業経理士の資格を有する者については、２級建設業経理士の資格を有していたとして
も重複計上となることから２級の資格を①に記載することはできません。

ⅴ

Ⅲ．申請書等の作成方法について　

「建設業経理士等名簿」に記載可能な常時雇用の職員の考え方は、Ｐ１５（■ 技術職員名簿に関する注意事項①②）
に定める「技術職員」の要件のうち、下記の部分が異なるものとなります。

ⅰ

・

・

※ 審査基準日において、申請者に常時雇用され法令等に定める義務的研修を受講済みである者であることを明らかにす
る書類の提出が必要です。

日本公認会計士協会・継続的専門能力開発制度協議会が発行する、「ＣＰＤ義務達成」と記載
された通知書

→

ア）

ⅳ ③については、「技術職員名簿」に記載する技術職員に準じて、ⅰの留意点を踏まえた上でＰ３０～３２（チェックリ
スト番号４関係）に定める書類（必須書類及び該当する書類）を提出してください。
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ⅱ ①については、様式Ｃの「記載要領」の内容を踏まえて作成してください。

ⅲ

イ） 税理士の資格を有する者においては、審査基準日が属する「研修の事業年度（毎年４月１日～翌年３月３１
日）」の前事業年度に係る、３６時間以上の研修を受講した旨を証明する所属税理士会が発行する受講認定
証等

→ 事業年度の途中で資格を取得した者については、期間に応じて按分された必要時間数以上の研
修を受講したことを証明するもの

②については、下記ア～ウのいずれかの書類を提出してください。

公認会計士の資格を有する者においては、審査基準日が属する「ＣＰＤの事業年度（毎年４月１日～翌年３
月３１日）」の前事業年度に係る履修結果通知書

→ 下記ア又はイのいずれかに該当する合格証明書又は講習修了証を提出してください。

ア）

※ 審査基準日において下記の要件を満たし、①に記載する職員については、①③とあわせて④の提出が必要です。

イ）

ウ） 審査基準日の属するア又はイの各事業年度内に資格を取得した者においては、資格取得の事実を明らかにす
る合格証明書等

当事例（審査基準日：令和８年３月３１日）の場合、合格日又は講習修了日が「令和２年４月１日
～令和８年３月３１日」の期間内であれば該当

合格日又は修了日の翌年度
４月１日から５年後の日
（令和８年３月３１日）

合格日又は修了日
（令和２年４月１日）

合格日又は修了日の
翌年度４月１日

（令和３年４月１日）

決算日：審査基準日
（令和８年３月３１日）



【チェックリスト番号１８】

□注記表（施行規則様式第１７号の２）の写し又は有価証券報告書の写し

【チェックリスト番号１９】

［受審のつど提出を要する書類］

□①「建設機械の保有状況一覧表」（様式Ｄ）

□②建設機械に応じた検査証等の写し

［①に記載する建設機械のうち、自社所有の建設機械について］

□③自社所有の建設機械であることを明らかにする書類の写し

□④当該建設機械のカタログ資料又は現物写真

［①に記載する建設機械のうち、所有権留保付き割賦購入の建設機械について］

□⑤契約書の写し

⑤については、審査基準日において割賦払金の最終支払が完了し所有権が自社に移転済みである場合は、その旨を明ら
かにする書類をあわせて提出の上、①の「使用区分」欄につき「自社所有」と記載してください。

ⅴ

ただし、前回近畿地方整備局にて受審し、その際に①に記載し評価された建設機械については、③④ともに提出
は不要です。

→

③④については、P２３（評価対象となる建設機械について③ⅰ）を参照してください。ⅲ

→ ただし、④については前回近畿地方整備局にて受審し、その際に①に記載し評価を受けた建設機械については提
出は不要です。（⑤は受審のつど提出が必要です）

ⅳ ⑤については、P２３（評価対象となる建設機械について③ⅱ）を参照してください。

※ 審査基準日において所有権留保付き割賦購入契約に基づき使用している建設機械について、①②④とあわせて⑤の提出
が必要です。

Ⅲ．申請書等の作成方法について　

※ 審査基準日において、所定の要件を満たし評価対象となる建設機械であることを明らかにする書類の提出が必要で
す。

※ Ｐ２２～２３（評価対象となる建設機械について）の内容をあわせて確認してください。

注記表については、経営状況分析（Ｙ）の申請に際して登録経営状況分析機関に提出した書類と同一のものを提出して
ください。

ⅱ

ⅲ

ⅵ ④については、前回近畿地方整備局にて受審し、その際に①（「合格日又は講習修了日」欄の記載があるものに限る）
に記載し評価を受けた職員であり、かつ記載する資格に変更がない場合であって審査基準日において有効期間切れと
なっていないものについては提出を省略することができます。

ⅶ ２級建設業経理士の合格者及び講習修了者については、経理実務の責任者の立場にある場合であってもＰ３７（チェッ
クリスト番号１６関係）の③を作成することはできません。

→ 項番５８において「３」の評価対象となりません。
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研究開発費の額が確認できるよう、金額部分をマーカー等にて明示してください。ⅳ

※ 要件を満たし項番５８に「１」と記載する場合において、研究開発費の額を明らかにする書類の提出が必要です。

項番５８関係の詳細については、P３７（チェックリスト番号１６関係①）を参照してください。→

有価証券報告書については、「決算期間が記載された頁」及び「研究開発費の額が記載された頁」のみの抜粋でも可と
します。

ⅰ ①については、P２２（評価対象となる建設機械について①）を参照の上、P２３の【記載例】のとおりに作成してくだ
さい。

ⅱ ②については、①に記載する全ての建設機械につき、P２２（評価対象となる建設機械について②）に掲げる検査証等
を提出してください。

※ 審査基準日において申請者に所有権がある建設機械について、①②とあわせて③④の提出が必要です。

ⅰ 前回経審時に計上していない場合や審査基準日に係る決算期間又はその前期決算期間のいずれかが１２ヶ月でない場
合は、前期分（及び前々期分）もあわせて提出が必要です。



［①に記載する建設機械のうち、リース契約の建設機械について］

□⑤契約書の写し

□⑥「建設機械の使用に関する誓約書」（様式Ｅ）

【チェックリスト番号２０】

□エコアクション２１の認証・登録証の写し

【チェックリスト番号２１】

□①ＩＳＯ９００１又はＩＳＯ１４００１の登録証及び付属書等の写し

□②「ＩＳＯ規格の登録に関する誓約書」（様式Ｆ）

→

→

※ 審査基準日においてリース契約に基づき使用している建設機械について、①②④とあわせて⑤（及び⑥）の提出が必要
です。

→ ただし、④については前回近畿地方整備局にて受審し、その際に①に記載し評価された建設機械については提出
は不要です。（⑤は受審のつど提出が必要です）

→ 主たる営業所をはじめ、全ての営業所（「本店」「支店」「営業所」等組織名を問わない）に
つき、許可を受けた営業所名と一致した名称にてもれなく明記されていること

エ） 審査基準日において有効期限切れとなっていないこと

「対象事業所」欄に建設業許可を受けた全ての営業所が明記されていること

ウ） 審査基準日において有効期限切れとなっていないこと

→ 主たる営業所をはじめ、全ての営業所（「本店」「支店」「営業所」等組織名を問わない）に
つき、許可を受けた営業所名と一致した名称にてもれなく明記されていること
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ⅵ ⑤⑥については、P２３（評価対象となる建設機械について③ⅲ）を参照してください。

ⅶ ⑥については、リース期間が「審査基準日から１年７ヶ月後の日まで」の間に満了する場合に提出してください。

※

ア） 認証を受けた活動範囲として、建設業に係る内容が具体的に明記されていること

イ） 登録証又は付属書等に建設業許可を受けた全ての営業所が明記されていること

※ 審査基準日において有効であるＩＳＯ９００１又はＩＳＯ１４００１の登録を受けていることを明らかにする書類の
提出が必要です。

ⅰ

ⅰ ①については、下記ア～エを全て満たすものでなければ評価の対象になりません。

下記ア～ウを全て満たす認証・登録証でなければ評価の対象になりません。

その旨を記載した②の提出により評価対象とする

Ⅲ．申請書等の作成方法について　

上記イの全ての営業所について、建設業許可上の所在地と登録証又は付属書等に記載された所在地が一致して
いること

ウ）

ⅱ ②については、下記ａ又はｂのいずれかに該当する場合に提出することにより、評価の対象とします。

→ 認証を受けた営業所のうち登録証又は付属書に記載がないものについては、認証機関へ提出し
ている手順書や組織図、サイト詳細情報等を提出すること

現契約期間満了後に自動更新がなされる旨が定められている場合であっても、現契約期間が「審査基準日から１
年７ヶ月後の日まで」の間に満了する場合は提出が必要です。

→

審査基準日において有効である（一財）持続性推進機構が発行するエコアクション２１の認証・登録証の提出が必要
です。

ア） 「事業活動」欄に建設業に係る内容が具体的に明記されていること

イ）

ａ） 前回（今回の審査基準日の前期決算日に係る）経営事項審査を近畿地方整備局にて受審し、その際に評価を受
けたＩＳＯ９００１又はＩＳＯ１４００１の登録状況に関して、前回の審査基準日後に新設した営業所につ
き、認証手続中のため当該営業所が追加記載された登録証及び付属書等が交付されていない場合

その旨を記載した②の提出により評価対象とする

ｂ） 前回（今回の審査基準日の前期決算日に係る）経営事項審査を近畿地方整備局にて受審し、その際に評価を受
けたＩＳＯ９００１又はＩＳＯ１４００１の登録状況に関して、前回の審査基準日後に所在地を変更した営業
所につき、認証手続中のため当該営業所の変更後の所在地が記載された登録証及び付属書等が交付されていな
い場合



行政（審査）庁側の誤りにより、「結果通知書」の内容が申請内容と異なる場合

国土交通大臣が定める経営事項審査の基準その他の評価方法（経営規模等評価に係るものに限る）が改正された場合

https://www.kkr.mlit.go.jp/kensei/kensetsu/daizinkyoka_sinsa/daizinkyoka_sinsa2.html

新たな業種の許可を受けた日の直前の審査基準日に係る経営事項審査の結果に追加することとなります。

追加する業種に係る技術職員及び完成工事高（元請完成工事高を含む）のみが審査対象となります。

申請書類に虚偽の記載をして提出したもの。

審査に必要な報告をせず、もしくは資料の提出をせず、又は虚偽の資料を提出したもの。

○ また、提出書類に虚偽記載や偽造等を行った場合や請負契約に関し不誠実な行為をした場合等においては、建設業法第２８
条に基づく監督処分の対象となります。
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５．虚偽申請の罰則規定及び行政処分について

○ 経営事項審査において、下記に該当する行為をした場合には罰則（懲役又は罰金）に処せられることがあります（建設業法
第５０条第４号、第５２条第４号、第５３条）。

・

・

○ 公表及び閲覧については、（一財）建設業情報管理センターに委任しており、「結果通知書」交付日の約３０日後から同セ
ンターのＨＰ（http://www.ciic.or.jp/）にて閲覧可能となります。

○ 業種追加に係る手数料はＰ６の５に記載のとおりです。

○ 「業種追加に基づく結果通知書」の日付は当該通知の日となります（「当初申請に基づく結果通知書」の日付に遡って通知
するものではありません）。

４．経営事項審査結果の公表及び閲覧について

○ 経営事項審査の結果については、公共工事入札参加希望者選定手続の透明性の一層の向上による公正さの確保、企業情報の開
示や相互監視による虚偽申請の抑止力の活用といった観点から、公表を行っています。

○ 公表内容は、申請者に通知された内容と同様、総合評定値（Ｐ）及び完成工事高等の審査項目ごとの数値・評点が記載された
「経営事項審査結果通知書の写し」となります。

・

結果通知済みの業種の内容に影響する変更（技術職員及び完成工事高の増減、「その他の審査項目（社会性
等）」の各項番の内容変更等）は不可

→

３．業種追加について

○ 「結果通知書」の交付後に新たな業種の建設業許可を受けた場合、当該業種に係る「業種追加の申請」を行うことができます。

・

再審査の申立及びこれに基づく結果通知書の交付に係る手数料は不要です。

イ）

→

→ 改正の内容等については、近畿地方整備局HPの経営事項審査のサイトに掲載いたします。

ア）

１．審査期間及び結果通知書の送付について

○ 書面による申請、電子申請それぞれの審査期間については表紙第２面に記載のとおりです。

「結果通知書」（電子による交付を除く）は簡易書留にて申請者宛に送付いたしますが、申請の委任を受けた行政書士等が
「結果通知書の受領」についても受任している（委任状にその旨が明示されている）場合に限り、当該行政書士等宛に送付
いたします。

・

２．再審査の申立について

○ 下記ア又はイのいずれかに該当する場合に限り、交付済みの「結果通知書」に係る再審査の申立を行うことができます。

「結果通知書」を受領した日から３０日以内であれば再審査の申立可

改正の日から１２０日以内であれば再審査の申立可

→

Ｐ７下部「ＰＯＩＮＴ」に記載のとおり、行政庁側に責のない（申請者側の責任に帰する）案件については不可→

○

Ⅳ．その他

https://www.kkr.mlit.go.jp/kensei/kensetsu/daizinkyoka_sinsa/daizinkyoka_sinsa2.html


詳細については、国土交通省　不動産・建設経済局　建設業課（０３－５２５３－８１１１）にお問合せください。

経営事項審査申請等の審査事務

経営事項審査申請等を行った者に対する指導監督等の事務

本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき

国土交通大臣が法令に定める所掌事務の遂行に必要な限度で利用するとき

専ら統計の作成又は学術研究の目的のために提供するとき

本人以外の者に提供することが明らかに本人の利益になるとき

その他提供することについて特別の理由があるときの提供

https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000091.html

〒５４０－８６１５ 大阪市中央区大手前３－１－４１　大手前合同庁舎
ＴＥＬ：０６－６９４２－１１４１　　　ＦＡＸ：０６－６９４２－３９１３

https://www.kkr.mlit.go.jp/kensei/kensetsu/daizinkyoka_sinsa/daizinkyoka_sinsa2.html

６）

他の行政機関、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人が、法令の定める事務又は業務の遂行に必要な限
度で利用するとき

【２】結果に係る個人情報の利用目的等

国土交通大臣が経営事項審査結果に作成する個人情報は、次のとおり利用し、第三者に提供します。

１．建設業法第２７条の２３第１項に規定する建設工事の発注者に対する経営事項審査結果の通知
　　（発注者支援データベース・システムにより提供する者を含みます。）

２．経営事項審査結果の公表及び閲覧
　　（公表及び閲覧については、（一財）建設業情報管理センターに委任しており、同センターにて行っています）

３．経営事項審査結果を受けた者に対する指導監督等の事務

４．行政機関が保有する個人情報の保護に関する法律第８条第２項の規定による次の利用又は提供

１）

２）

４）

５）

３）
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Ⅳ．その他　

６．特殊な経営事項審査について

○ 特殊な事例（合併、譲渡、分割、経営再建等）にて経営事項審査を受審する場合は、通常とは異なる手続が必要となります
ので、経営状況分析（Ｙ）の申請前に時間的余裕をもって下記９の問合せ先までご相談ください。

○ なお、企業集団（グループ経審、連結経審）及び持株会社の子会社に係る経営事項審査（持株会社化経審）、外国子会社の経
営実績の評価については、事前に国土交通大臣の認定が必要となります。

9．問合せ先

　近畿地方整備局　建政部　建設産業第一課　調査係

経営事項審査に係る最新情報や連絡事項、各種様式等については、近畿地方整備局HPの経営事項審査のサイトにて確認して
ください。

○

8．登録経営状況分析機関について

○ 最新の登録経営状況分析機関の情報については、国土交通省（不動産・建設経済局　建設業課）のＨＰにて確認してください。

【１】申請に係る個人情報の利用目的等

国土交通大臣が経営事項審査申請等により取得する個人情報は、次のとおり利用し、第三者に提供します。

２）

7．経営事項審査に係る個人情報の取扱いについて

→

１）

登録経営状況分析機関一覧表 （令和７年１月現在）
登録番号 機関の名称 事務所の所在地 電話番号

１ （一財）建設業情報管理センター 東京都中央区日本橋大伝馬町１４－１ 03-6661-6663
２ （株）マネージメント・データ・リサーチ 熊本県熊本市中央区京町２－２－３７ 096-278-8330
４ ワイズ公共データシステム（株） 	長野県長野市田町２１２０－１ 026-232-1145
５ （株）九州経営情報分析センター 長崎県長崎市今博多町２２ 095-811-1477
７ （株）北海道経営情報センター 北海道札幌市白石区東札幌一条４－８－１ 011-820-6111
８ （株）ネットコア 	栃木県宇都宮市鶴田２－５－２４ 028-649-0111
９ （株）経営状況分析センター 東京都港区三田１－２－２２ 03-6685-1008
１０ 経営状況分析センター西日本（株） 山口県宇部市北琴芝１－６－１０ 0836-38-3781
１１ （株）ＮＫＢ 福岡県北九州市小倉北区重住３－２－１２ 093-982-3800
２２ （株）建設業経営情報分析センター 東京都立川市柴崎町２－１７－６ 042-505-7533

https://www.kkr.mlit.go.jp/kensei/kensetsu/daizinkyoka_sinsa/daizinkyoka_sinsa2.html
https://www.kkr.mlit.go.jp/kensei/kensetsu/daizinkyoka_sinsa/daizinkyoka_sinsa2.html
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